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平成２９年塩尻市議会９月定例会 

産業建設委員会会議録 
 

○日  時 平成２９年９月１５日（金） 午前１０時 

○場  所 全員協議会室 

○審査事項 

議案第 ８号 平成２８年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

議案第 ９号 平成２８年度塩尻市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

議案第１０号 平成２８年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

議案第１３号 塩尻市企業立地の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１７号 塩尻市塩尻駅前広場の指定管理者の指定について 

議案第１８号 塩尻市大門駐車場の指定管理者の指定について 

議案第１９号 塩尻市特定公共賃貸住宅の指定管理者の指定について 

議案第２０号 塩尻市楢川地区定住促進住宅の指定管理者の指定について 

議案第２１号 塩尻市雇用促進住宅の指定管理者の指定について 

議案第２２号 塩尻市北小野地区若者定住促進住宅の指定管理者の指定について 

議案第２４号 市道路線の認定について 

議案第２５号 平成２９年度塩尻市一般会計補正予算（第３号）中 歳出６款農林水産業費、７款商工費、８

款土木費 

議案第２９号 平成２９年度塩尻市水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第３０号 平成２９年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第１号） 

○出席委員・議員 

       委員長   金子  勝寿 君     副委員長   中野  重則 君 

        委員   柴田   博 君       委員   丸山  寿子 君 

        委員   永井  泰仁 君       委員   篠原  敏宏 君 

        議長   金田  興一 君 

○欠席委員 

       なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

       省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 
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       議会事務局長   竹村  伸一 君   議会事務局次長   横山  文明 君 

       庶務係主事    二木  義文 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前 ９時５６分 開会 

〇委員長 おはようございます。定刻より早いですが、全員おそろいでございますので、昨日に引き続き９月定

例会の決算審査を続行したいと思います。 

それでは、よろしいでしょうか。昨日、答弁を翌日に繰り越した分を先に説明いただきます。 

○ブランド観光課長 審査前のお時間をお借りし、昨日金子委員長から御質問がありました木曽漆器工業協同組

合の予算規模について御説明を申し上げます。平成２８年度の決算ベースですが、収入総額５，１２９万２，４

８９円、支出総額５，１２２万６，７９０円で、純利益が６万５，６９９円となっております。以上でございま

す。 

○委員長 ５４０万円余りの補助金のうち、今のお話だと２，０００万円ぐらいの組合の運営費であると。じゃ

あ具体には事業に使っているってことで、人件費とか運営費には使っていないっていうことでよろしいんでしょ

うか。 

○ブランド観光課長 ５４９万円の補助金で、事業の補助ということで使っております。 

○委員長 ありがとうございました。じゃあ、この件以外でほかに。 

マイクお願いします。 

○上水道課長 失礼しました。昨日御答弁させていただきました簡易水道事業特別会計の決算の中で、１点訂正

をお願いしたいと思います。篠原委員様から統合ＧＩＳにつきまして、水道事業部のマッピングシステム入って

いますかということで御質問ございました。入っておりますということでお答えさせていただきましたけれども、

確認しましたところ、水道事業部のデータ量が多い等の理由から統合型のＧＩＳは入っておりませんので、訂正

させていただきます。大変申しわけありませんでした。 

○委員長 篠原委員、よろしいですか。 

○篠原敏宏委員 ありがとうございます。中でデータの交換とかは、相互に例えば使うデータがあれば、それは

使えるっていうような形になっていますか。 

○水道事業部長 統合型ＧＩＳの話がございまして、水道システムつくるときにも、じゃあデータの交換、どう

しようかということで、シェープ形式での吐き出しという形での統一された規格での図面のレイヤーを重ね合わ

せるような形での吐き出しというような形で打ち合わせさせておりますので、統合型ＧＩＳのほうに上水道、下

水道それぞれの管網を吐き出すという形での連携はとれております。 

○篠原委員 ありがとうございます。相互にデータが使えるということで、もとの基幹になるシステムは異なる

と、そういう理解でよろしいですね。了解しました。ありがとうございます。 

○委員長 よろしいですか。 

ほかにございますか。いいですかね。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第８号 平成２８年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 
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○委員長 それでは、議案第８号のほうに移りたいと思います。議案第８号平成２８年度塩尻市水道事業会計剰

余金の処分及び決算認定についてを議題といたします。 

○経営管理課長 それでは。 

○委員長 着座で構いませんので。 

○経営管理課長 着座で失礼いたします。別冊になりますが、平成２８年度塩尻市水道事業会計、下水道事業会

計、農業集落排水会計決算書をお開きください。 

２ページをお願いします。１の概況につきましては、本会議で部長から説明がありましたので、省略させてい

ただきます。 

続いて、４ページをお願いします。（２）議会議決事項になりますけれども、平成２８年度に行われた議会の議

決事項と報告事項などを記載してございます。 

次の５ページ、６ページをお願いいたします。ここでは職員に関する事項と、６その他に他会計の補助金等に

係る特定収入の使い道が記載してございます。 

次に、７ページをお願いします。２の工事になります。建設改良費で施工した４０件、４億６，５５７万円余

の工事の概況とその一覧を７ページから９ページまで記載してございます。 

次に、１０ページをお願いします。３の業務でございます。初めに（１）業務量、アの水源における業務量で

ございますが、中ほどの総配水量につきましては合計で８１９万９，０６３立方メートル、その右の一日平均配

水量は２万２，４６３立方メートルでございます。 

次に、その下のイの給水業務、（ア）有効水量でございますが、平成２８年度の有収水量Ｃは６８８万８４９立

方メートルで、前年度と比べまして１万１７９立方メートル増となっております。一番右の有収率につきまして

は、有収水量Ｃを総配水量Ａで除した率になりますが、８３．９％と、前年度と比べ１．３％の増となっており

ます。次にその下の（イ）普及状況でございますが、平成２８年度の現在給水Ｂの戸数は２万６，０９２戸で、

前年度と比べ４０２戸の増となり、人口は６万４，９４８人で、前年度と比べ１１０人の増となっております。

その右の給水普及率は９９．９％で、前年度と同率となっております。 

次に、１１ページをお願いします。下段のウの管路延長でございますが、平成２８年度末の延長の合計は５８

万２，３８７メートルで、前年度と比べ３，９３６メートルの増となっております。 

次に、１２ページをお願いします。ここで収益的収入及び支出に関する事項を科目的に記載してありますが、

後ほど明細書のほうで説明させていただきますので、ここでは省略させていただきます。 

続きまして１３、１４ページをお願いします。４の会計でございます。１３ページには重要契約の要旨として

契約の金額１，０００万円以上の工事契約１６件と、１４ページには契約金額２００万円以上の委託契約１３件

の明細を記載してございます。 

次に１５ページをお願いします。（２）企業債の概況でございます。まず、アの借入状況につきましては、上段

の２７年度繰越借入分１件の６，６２０万円とその下の現年度２件分の合計１億２，２００万円を合わせた総額

１億８，８２０万円の借り入れをしてございます。 

次に、イの償還状況につきましては、借入総件数合計５４件のうち、償還した元金は４４件２億７，０３３万

円余、支払利息は５２件９，８４７万円余を合わせた合計３億６，８８１万円余元利償還をしてございます。な
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お、この明細につきましては、４６、４７ページの企業債明細をごらんいただきたいと思います。これによりで

すね、２８年度末の未償還残高は４７ページの一番下に記載してあるとおりでございますが、４５億６，９０５

万円余となっており、前年度より８，２１３万円余の減となっております。 

続きまして、ページ飛びまして３０ページをお願いします。３の収益費用明細書になりますが、税込みで記載

してございます。主なものについて、それぞれ担当課長から説明させていただきます。 

まず収益の部、１款水道事業収益１項営業収益１目給水収益の１３億９，７３５万４，０００円余につきまし

ては水道料金でございまして、前年度に比べ３０６万円余、０．２％の増となっております。水道料金の算定と

なった調定給水量は６８６万１，７１４立方メートルで、前年度と比べ１万１７９立方メートル、０．１％の増

となっております。また、収納率につきましては９８．０％で、前年度と同率となっております。 

次に、３目その他営業収益３節他会計負担金の６，７２８万２，０００円につきましては、使用料徴収経費と

して下水道事業及び農業集落排水事業から負担をいただくものでございます。 

その下の４節施設負担金の４，０２６万９，０００円余につきましては、前年度と比べ２，０７４万円余の増

となっております。備考欄に記載のある新規加入４２４件のうちセイコーエプソン株式会社の独身寮の建設に伴

う新規加入、エプソン分として１７１件の増が主な要因でございます。 

次に、３１ページをお願いいたします。２項営業外収益３目資本費繰入収益の４８３万８，０００円とその下

の４目補助金の８５６万６，０００円につきましては、企業債の元金償還金と利子償還金及び消火栓用水に係る

費用で、地方交付税算定による消防費の水道事業算定基準による一般会計からの繰り入れでございます。 

その下の６目長期前受金戻入の１億５，０６３万１，０００円余につきましては、過去において建設工事に伴

い、その財源として交付された補助金、負担金について、減価償却の見合い分を順次収益化するものでございま

して、現金収入が伴わないもので、伝票上で振りかえ処理を行ったものでございます。私からは以上です。 

○浄水担当課長 引き続きまして、決算書３２ページをお開きください。ここからは費用の部、３条支出になり

ます。１款１項１目原水及び浄水費でございます。主なものにつきまして御説明をいたします。 

３２ページの下段の１８節になります通信運搬費１７５万３，８８４円でございますが、主なものにつきまし

ては、備考欄上から２つ目の黒ポツ、ＮＴＴ専用回線使用料１４０万４，４２６円ですが、市内の水道施設の監

視用テレメーターの専用回線の２１契約分の使用料でございます。 

○委員長 座って構いません。 

○浄水担当課長 じゃあ、失礼して座らせていただきます。次に、３３ページをお開きください。２０節委託料

２，５１５万３，９０６円でございます。主なものにつきましては、備考欄１つ目の黒ポツ、水質検査業務委託

料１，２２１万７，１１３円、これは水道法に基づきまして実施をしました原水１２カ所、浄水１２カ所の年間

の水質検査委託料でございます。なお、結果につきましては、水質基準を全てにおいてクリアしたものでござい

ます。上から５つ目の黒ポツ、中央監視装置点検業務委託料４５３万６，０００円は、床尾浄水場に設置されて

おります塩尻市上水道施設遠隔監視装置の点検委託料でございます。一番下の黒ポツ、水道事業スラッジ処理業

務委託料３７３万４，３２９円は、床尾浄水場及び小曽部浄水場の浄水処理過程で発生しました汚泥で、この汚

泥の抜き取り、搬出、運搬処分料でございまして、平成２８年度につきましては、床尾浄水場２００．２９トン、

小曽部浄水場４６．６９トン、合わせまして２４６．９８トンの汚泥処分を実施いたしました。 



5 

 

次に、２３節修繕費１，０７０万２，９６２円でございますが、この主なものにつきましては、上から２つ目

の黒ポツ、上西条浄水場関係修繕費３５９万２，６２０円でございますが、次亜塩素注入装置が故障しまして、

急遽緊急工事を行いました。上西条浄水場次亜塩素緊急修繕工事２５９万２，０００円を含めまして、９件の修

繕をいたしました。その下の黒ポツ、配水池、ポンプ室等修繕費６０３万４，２８４円でございます。みどり湖

中継ポンプ室の柿沢永井坂送水ポンプの電動弁の緊急修繕としまして２５９万２，０００円、これを含めまして

１８件の修繕をいたしました。 

次に、２８節動力費２，９７６万３１９円でございます。浄水場を含めましたポンプ機場や配水池等の水道施

設、計７６カ所の電気料でございます。 

次に、ページの一番下の３８節受水費２億８，９６４万５，４３４円でございます。主なものにつきましては、

松塩水道用水の受水費２億８，８７０万３，８０４円でございまして、松塩水道用水本山浄水場から１日１万６，

５００立米を年間受水している費用でございます。私からは以上でございます。 

○委員長 着座で構いませんので。 

○上水道課長 失礼させていただきます。続きまして、２目配水及び給水費をお願いいたします。３４ページ２

０節の委託料になります。１，２４２万６，２８８円の主なものでございますけれども、１つ目の黒ポツ、マッ

ピング管理台帳修正業務委託料３６１万８，０００円、こちらにつきましては、平成２７年度の施工配水管のデ

ータ更新をしたものでございます。また、その下の黒ポツ、マッピングシステム保守業務委託料につきましては、

システムの保守業務となっております。 

次に、２３節の修繕費をお願いいたします。１億４，２２３万６，０９１円でございますけれども、２つ目の

黒ポツ、鉛製給水管解消８１１件としまして１億２，６５８万８，９２２円を支出したものでございます。これ

につきましては、２８年度末で計画８，６００に対しまして９３７件を２８年度に解消いたしまして、全体の計

画の中で９２．３％の解消率となりました。この事業につきましては１５年度から行ってまいっておりますけれ

ども、本年度で終了をする予定をしております。 

３５ページをお願いいたします。３目受託工事費２６節工事請負費をお願いいたします。１５６万３，８００

円につきましては、都市計画道路の広丘東通線高出地区になりますけれども、及び下水道工事関連、太田地区、

太田工区の関係で給水管布設替え工事を行ったものでございます。私からは以上です。 

○経営管理課長 続きまして、３６ページをお願いします。４目業務費２０節委託料の７，２１７万３，０００

円余の主なものについて説明をいたします。備考欄の１つ目の黒ポツ、水道メーター検針・開閉栓業務委託料４，

６４９万４，０００円につきましては、年間約４０万件の水道メーターの検針業務と年間約６，０００件の開閉

栓業務の業務委託で、３つ下の黒ポツ、検定有効期間満了量水器取替業務委託料１，８３８万１，０００円余に

つきましては、水道法による水道メーターの使用期間が８年と定められており、該当する３，７５４件分の取り

かえをした業務委託で、いずれも塩尻市水道事業協同組合に委託したものでございます。それから、その２つ下

の黒ポツ、塩尻市水道料金センター設置工事設計業務委託料８８万５，０００円余と、その下の黒ポツ、料金シ

ステム改修業務委託料外１２３万１，０００円余と、それから３段下の２３節修繕費の８４９万円余、修繕工事

につきましては、料金徴収等業務の民間委託の移行に伴う総合文化センターに事務室を開設するための委託料及

び修繕費でございます。 
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続きまして、２１節手数料の７１６万２，０００円余につきましては、水道料金の収納に係る金融機関とコン

ビニの取扱手数料が主なものでございます。 

次に、３０節材料費の５７９万５，０００円余につきましては、先ほども説明しました計量法によるメーター

交換による平成２９年度に取りかえ予定の３，４７０個のメーターの購入代でございます。 

続きまして、３８ページをお願いします。１項営業費用６目減価償却費の５億７，２５７万円余につきまして

は、２８年度の減価償却費を計上したものでございます。明細につきましては、４４、４５ページの減価償却費

を御参照いただきたいと思います。 

その下の７目資産減耗費１節固定資産除却費の１，０１１万１，０００円余につきましては、２８年度の建設

改良工事に伴い不用となった道路等の除却費が主なものとなっております。 

続きまして、３９ページをお願いいたします。２目営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利

息の９，８４７万６，０００円余につきましては、先ほど説明いたしました企業債の利息の支払いでございます。 

次に、２目消費税の２，５６１万３，０００円余につきましては、２８年度の消費税の納税額でございます。 

続きまして、４０ページをお願いいたします。４、資本的収入支出明細書になります。主なものについて説明

させていただきます。収入の部、１款資本的収入１目企業債の１億８，８２０万円につきましては、先ほども企

業債の概況で明細を説明をさせていただきましたが、建設改良費の財源で借り入れした企業債でございます。 

次に、３項負担金１目他会計負担金の１，１８１万円余につきましては、消火栓８基分の新設更新工事に係る

一般会計からの負担金でございます。私からは以上です。 

○上水道課長 続きまして支出の部、４１ページをお願いいたします。これは４条予算の支出となります。１款

１項２目配水施設費でございます。２０節の委託料５，６２８万７，９８０円の主なものでございますけれども、

１つ目の黒ポツ、吉田地区配水施設整備事業につきましては、配水池の築造に伴う地質調査、施設の詳細設計ま

た用地買収に伴う不動産鑑定、用地測量を行ったものです。 

続きまして、２６節工事請負費をお願いいたします。１億２，８７９万９，０５６円でございますけれども、

１つ目の黒ポツ、配水施設整備事業につきましては、配水管改良工事としまして９工区、延長１，２７７メート

ル８，１７２万１，８５６円を支出したものでございます。 

続きまして、３目浄水施設費をお願いいたします。それぞれ備考欄に記載しています金額につきましては、工

事の請負金額それぞれ個々に入っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。２６節工事請負費３億１，

３９１万８，８００円の主なものでございますけれども、１つ目の黒ポツ、浄水施設整備事業につきましては、

耐用年数が経過したもの、また機能に障害が発生したものから順次計画的に更新を行っておる工事でございます。

その下黒ポツ、片丘浄水場移設更新事業につきましては、平成２７年度繰越工事となりました南内田配水池築造

工事及び送水管布設工事となっております。１つ飛ばしました黒ポツ、東山水系水道システム再構築事業につき

ましては、１３０トンの配水池ほかの工事を行ったものでございます。 

続きまして、４３ページをごらんください。６目固定資産購入費１節水道用地購入費１，６６４万７９０円を

お願いいたします。これにつきましては、本年度築造しております吉田地区配水施設事業用地としまして３，４

１７平米の用地を購入したものです。単価につきましては、平米当たり４，８７０円でございます。私からは以

上です。 
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○経営管理課長 続きまして、２１ページをお願いします。２の平成２８年度水道事業損益計算書になります。

１年間の経営状況をあらわすもので、税抜きで記載してございます。１の営業収益の合計は１４億８７５万５，

０００円余で、２の営業費用の合計は１３億１，６８０万１，０００円余で、営業収益から営業費用を差し引い

た中ほどの右の金額９，１９５万４，０００円余が営業利益でございます。前年度と比べて５．８％の減額とな

っております。それから、この営業利益に３の営業外収益の合計１億６，９４６万４，０００円余を加え、４の

営業外費用の合計１億８１６万５，０００円余を差し引いたその右下の金額１億５，３２５万２，０００円余が

経常利益でございます。前年度と比べて０．８％の増となっております。 

次に、この経常利益に５の特別利益を加え、金額はございませんが、ゼロですけれども、６の特別損失９万円

余を差し引いた下から４行目の金額１億５，３１６万２，０００円余が当年度純利益でございます。前年度と比

べ５８．３％の減となっております。これは、前年度に修繕引当金戻入金の特別収益があったことによるもので

ございます。この当年度純利益に、その下の前年度繰越利益剰余金とその下のその他未処分利益剰余金変動額で

減債積立金の取り崩しによる１億５，１７８万６，０００円余を加えた一番下の３億４９４万８，０００円余が

当年度未処分利益剰余金となっております。前年度と比べ１７．１％の減となっております。 

続きまして、ページ飛びまして２４、２５ページをお願いします。５の平成２８年度水道事業貸借対照表にな

ります。１年間の財政状況をあらわすもので、税抜きで記載してございます。資産の部につきましては、１の固

定資産の合計で、中ほどの右の金額１３８億９２２万４，０００円余と２の流動資産の合計９億９，７１７万８，

０００円余と３の繰延勘定の１，２５９万円の合計で、一番下の資産合計は１４８億１，８９９万２，０００円

余となっております。 

次に２５ページになりますが、負債の部につきましては、４の固定負債の合計、右の金額になりますが、４４

億７，５０１万１，０００円余と５の流動負債の合計３億６，９９５万２，０００円余と６の繰延収益の合計３

４億７，３６０万５，０００円余を合計したその下の８３億１，８５７万円余が負債合計となっております。 

その下の資産の部につきましては、７の資本金の４３億９，７３２万５，０００円余と８の剰余金の合計２１

億３０９万７，０００円余を合わせたその下の６５億４２万２，０００円余が資本合計となり、一番下の負債資

本合計は、資産合計と同額の１４８億１，８９９万２，０００円余となっております。 

続きましてページ、戻りまして２２ページをお願いします。下段の４、平成２８年度水道事業剰余金処分計算

書（案）をお願いいたします。先ほど２１ページの損益計算書の一番下で説明いたしました当年度未処分利益剰

余金３億４９４万８，９６３円の処分について公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、その使い道について

議会の議決により処分をお願いするものでございまして、その処分案として、表の右の欄に記載のとおり、水道

事業経営戦略の計画によりまして、当年度の純利益となった１億５，３１６万２，８９３円を減債積立金に積み

立て、その残りの１億５，１７８万６，０７０円を自己資本金へ組み入れることについて議決をお願いするもの

でございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問ございますか。 

○永井泰仁委員 水道事業会計の決算説明資料の１１ページの表を見ますと、給水工事件数ですが、新設工事が

２７年度が２７０件がですね、２８年度は４０３件ということで、伸びが１４９．３％という数字になっている

わけですが、これはどういう要因でふえたものでしょうか。こんなに何か新築の住宅が極端に２７年と２８年が
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ふえたのか。 

○経営管理課長 これ、先ほどもちょっと説明しましたけれども、セイコーエプソン独身寮の寮に対する件数で

ございます。 

○永井泰仁委員 そうすると、これは特殊事情ということでいいわけですね。 

それからですね。 

○委員長 続けてください。 

○永井泰仁委員 ちょっとここではページ確認してないですけれども、床尾浄水場の何かの補償費っていうのが

３３ページですかね、３３ページの床尾浄水場関係補償費ですか、２５０万１，８７２円ですが、この内容を説

明してもらいたいと思います。 

○浄水担当課長 日出塩地区の水田に使っていました農業用水を床尾浄水場ができたときに全て水道用水でい

ただきました。現在、取水量に応じてお支払いをしているものでございまして、水利権みたいなものの補償でご

ざいます。 

○永井泰仁委員 これは何年間とか期限を切っての補償ですか、それともこれから存続する限り地元のほうへ払

っていくのか、どういう性格のものでしょうか。 

○浄水担当課長 床尾浄水場の機能を有する間、その間ずっと支払っていくものでございます。 

○永井泰仁委員 それから、今度ですね、直接決算には関係ないですけれども、水道管の老朽化ということで、

大体、耐久年数が４０年というようなことですが、今後また計画的にその配管のですね、改修をやっていくよう

な形で、厚労省のほうへまた台帳をつくったり、やっていくということですが、その辺について、これからはど

んな形で特に管網について改修をされる予定か、考え方についてお伺いします。 

○上水道課長 老朽化につきましては、一番の幹線を中心に古いものから計画的に行っていく予定をしておりま

す。 

○永井泰仁委員 これからは大体年間ね、どのくらいが改修していくのがね、適当か考えたり、それから場所に

ついてもですね、管末のほうからきちっとやっていくのか、これからの計画でしっかりその辺のところをですね、

改修に向けて、いずれにしてもずっと続いていくことですから、しっかりしたまた計画で取り組んでほしいと、

こんなふうに思います。要望でいいです。 

○委員長 要望でよろしいです。ほかにございますか。 

じゃあ私から、済みません。３１ページの三才山沢のいわゆる民間事業者へペットボトルでの供給、以前、い

わゆる枠としてどのぐらいまでっていう話を説明を受けたんですが、ちょっと確認の意味を含めて、枠どのぐら

いで、去年、ことしどんないわゆる供給量に、ことしわからなくても、ちょっと２年ほどどんな推移できている

か。あと、ついでに契約も何年でしましたっけ。１０年だったか５年だったか、ちょっと確認で３点お願いしま

す。 

○上水道課長 済みません。ちょっと契約につきましては、後ほどお答えいたします。 

計画につきましては、年間で１万２，０００トンを予定をしております。それで、２８年度の決算につきまし

ては、１，８８６立方を使用していただいております。金額につきまして、２４万６，４５６円となっておりま

す。 
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○水道事業部長 三才山沢のほうの分水につきましては、たしか契約につきましては１０年契約という形での契

約を結んでいるというふうにたしか記憶をしてございます。ただ、ここで今、信州エコプロダクトのほうで組織

の役員の改選がございまして、またそれとあと水の供給につきまして私どものほうは新しい井戸を掘りまして、

既設のポンプを交換してっていう形での運用をしておりますので、ちょっとそこら辺でまた水の動きも若干あり

ますので、またそれについては契約のまた見直しをするというような形での、単価での見直しではございません

けども、役員がかわったということで、契約の更新をしたいというような話もちらっとは聞いております。 

あとそれと、分水量につきましては先ほど熊井課長が言いましたように、１，８８６立方メートルが２８年度

決算でございます。２９年度につきましては、８月末で累計でいきますと１，２９６トンということで、今５カ

月過ぎたところで推移してございます。今現在プラントの中の更新とか、そういったものを計画してございます

ので、使用水量については、今、落ち込んでいる状態ですけれども、今後またプラントのほうの更新された後に

は水をきちんと使っていただいて、ペットボトルの生産を始めるというような話も伺っております。 

それとあと、ペットボトルのほうの水の供給につきましては、日量で４１立方メートルの１日の供給量がマッ

クスという形での話をしておりますので、その契約の中でやっているという形になりますのでよろしくお願いい

たします。ですので、稼働日数によって若干年間でいいますと変動があると思いますけれども、私どものほうに

つきましては、日量４１立方メートルが今のマックスであると。ただし、今後フル生産というような形でやって

いきますと、確か日量２００立方メートルというようなものが最終的な供給量のマックスであるというような形

での覚え書きを結んでありますので、そんな形でよろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。ちなみに、稼働したら生産量はふえるような話は来ているということで理

解してよろしいですかね。 

○水道事業部長 一昨年、ペットボトルに黒いカビみたいなのが出ているということで、生活クラブさんのほう

から、たしか６件ほどのお話があったと。確率にしますと１００万分の６というような形で、通常でいきますと

そのくらいなら、民間の方ですといいだろうというような形での判断をするんですけれども、生活クラブのほう

で言いますと、それも相ならぬということで、じゃあ今後カビの出たものについては、真菌という、言ってみれ

ばカビの胞子っていうような形でのものが特定されておりますので、それをきちんと対策された今度プラントを

つくるという形で、今年度新たにそのプラントのほうの、要は言ってみればラインを新しいものにしようという

ことで取り組んでおりますので、それに伴う増資もするというような形でのお話も伺っておりますので、それが

完了すれば、今度きちんとしたそういった真菌対策もされておりますので、もうきちんとした生産が見込めると

いうような形で、生産についても頑張ってやっていきたいというふうに話を伺っております。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。 

○柴田博委員 基本的なところで申しわけないんですけど、給水の普及率が９９．９％ということなんですけど、

残り０．１％というのはどういうふうに生活している方たちなのかは、もしわかったらお願いします。 

○水道事業部長 たびたび済みません。井水とか自家水とかっていう形での、要は水道をとらずに自分のところ

で井戸を掘って水を使うという自家水が主な方々です。 

○柴田博委員 それは主にどのあたり。いろいろ、全域にあるわけですか。 

○水道事業部長 市内全域にございます。北小野にもございますし、下西条、上西条、小曽部にもございますの
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で、それぞれ井戸を使っておられる方はまだおります。 

○柴田博委員 そういう方たちは、自分で飲む水については自分で検査してもらって管理しているということな

んですか。 

○水道事業部長 あくまでも自己管理ということになりますので、ただし以前環境保全のほうで井戸水の水質調

査というようなこともやっておりますので、水の管理は御自身でされていると思います。 

○柴田博委員 もう１点ですけど、松塩用水の関係ですが、何年かに１回改定があると思うんですけど、今後の

見通しとか、もしわかれば教えていただけますか。 

○上水道課長 松塩水道につきましては、５年ごとに見直しを行っております。２８年度末に一応見直しを行い

ましたところですので、２８年度には単価につきましては据え置きということで、向こう５年間は同じ金額で、

また５年たちましたら見直しを行うということです。 

○議長 済みません、ちょっと教えてほしいんですが、３６ページの２１目の手数料の関係ですが、金融機関の

収納手数料とコンビニの収納手数料、金額ベースではどんな割合かおわかりになるかどうか。これは手数料の金

額ですもんね。収納金額ベースでということ、それからもう１点は、全収納率に占める金融機関、コンビニ含め

た収納率の割合、この２点をお願いしたいと思いますが。 

○経営管理課長 内訳でございますけれども、口座振替につきましては、１件１０円で２８万４，７６４件にな

ります。ちょっと金額までは計算できていませんで申しわけございません。それで、窓口のものについては１件

３０円の２万９，００７件分です。それからコンビニにつきましては、１件５２円で５万５，７７４件になりま

す。 

それで、口座振替のおおむねの割合でございますけれども、全賦課件数に対しての割合になりますが、口座振

替がですね、７６．５％、それから納付書が２３．５％、その内訳はですね、コンビニが１６％で現金が８．８％

になっております。以上です。 

○委員長 ほかにございますか。 

○篠原敏宏委員 決算書３３ページの営業費用、原水浄水費の中の一番下、３８節のですね、松本市の分水協定

って、この済みません、概要、中身を教えていただけますでしょうか。 

○水道事業部長 分水協定につきましては、具体的に言いますと、まつもと空港周辺、あとは崖の湯というよう

な形の中で、塩尻地籍ではございますけども市の水道管が行っていない部分につきまして、たまたま松本市さん

のほうで、そこに管が通っているというところでございますので、松本市さんから私どものほうへ一旦水をいた

だきまして、そこから各家庭に供給するというような形での分水協定になっておりまして、そういった形で松本

市さんから分けていると、また塩尻からも松本市さんのほうへ分けている部分もございますので、そういったこ

とでお互いに融通し合っているというような形での協定を結んでおりますのでよろしくお願いいたします。 

○篠原敏宏委員 地区的には今まつもと空港等お話がありましたが、塩尻から松本へ行っているところっていう

のはどのあたりがあるんですか。 

○浄水担当課長 塩尻市から松本市へ分水しているところでございますが、笹賀地籍へ分水しておりまして、吉

田原堰西に２カ所ございます。 

○委員長 よろしいですか。 
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○永井泰仁委員 収納率の向上ということで考え方をお聞きしたいということでありますが、当年度中にですね、

１８４万８，０８０円の不納欠損処理がされまして、結果的に当年度末における水道料金の未収金は５，３１８

万２，９２８円ということでありまして、前年度と比較すると１５万７，２０８円、０．３パーセントの増加と

いうことですが、当年度分と滞納繰越分を合わせてですね、当年度全体の収納率は前年度とほぼ同じ９６．３％

ではございますけれども、若干なりともですね、収納率の向上をさせていかないと効率的にならないという意味

で、今後収納率の向上に向けて何か対策を考えているかどうか、お伺いします。 

○経営管理課長 この４月からですね、民間委託ということで、水道事業協同組合に委託をさせていただきまし

た。その中で、以前１０月からですね、その引き継ぎということで、各担当ともそれぞれの個別のケースについ

て引き継ぎをさせていただいたわけでございます。民間委託になってからですね、その得意とするところの部分

をどういうふうにするかということで、たまたま水道事業組合の中にフューチャーインという会社がございまし

て、そのフューチャーインはほかの自治体ともですね、こういう収納業務をやっておりまして、そこの経験も踏

まえながらやっております。その中で、塩尻市が今までやっていた業務もありますし、フューチャーインさんの

今までに持っているノウハウもありますので、そこと結びつきながらですね、今どんな形でやればいいかという

ことで、４月から毎月定例会を行いまして、今塩尻のこういうところがもうちょっとこういうふうにすればいい

なというようなこともいろいろ検討をさせていただいております。 

その中でですね、まず時間の窓口の延長もさせていただきまして、まず給水停止をしますというようなことで

通知を出しまして、金曜日にやるとですね、５時１５分で閉まってしまうものですから、そのお金を払うのが次

の週の月曜日というようなことになりますけれども、そこの辺は土曜日もやっていますし、午後７時までやって

おりますので、そこの関係で何件かは納入に来ていただいて、収納になったというようなケースもございます。 

それで、滞納整理の関係ですけども、やはり滞納をつくらないということが一番大事だということで、それに

は納付機会をしっかり拡大をして、今まで納付書ですと、銀行へ３時までしか行かない。それから、口座振替に

ついては、口座振替の手続をしなければいけません。口座振替の手続は、銀行が３時までしかやっておりません

ので、そこら辺も難しいということで、コンビニ収納がこういう形でふえてきているという状況もございます。

そんなことで、窓口の拡大もし、なるべく納付機会を与えて納められないというようなものをつくらないという

こともあると思います。 

それから、未納の対応ですけれども、給水の停止はですね、今まで大体５０件から６０件くらいの給水停止を

やっておりましたけれども、４月からですね、実績を見ますと、５カ月の平均で７１件ということで、今までそ

れぞれ担当が苦労していただいてはいるんですけれども、給水停止をしないっていうような安易な約束もあった

りして、相手方の気分を壊してですね、納付ができないようなことにならないようにっていうことで、逆に給水

停止も抑えていたということもありますけれども、民間委託になったということで対応がしっかりできるという

ようなこともあります。 

それでその中で、分納制約ということで、時効中断になりますけれども、そういうことも今まで口約束でやっ

ていたものをきちっと未納者との約束事を書面に出すと。書面に出さないと時効中断になかなかなりにくいとい

うことですので、そんなこともやりますし、今まで公権力の行使ということで、住所の照会とか財産調査、それ

から差し押さえに向けた法的措置、こういうことも今までなかなかできなかったわけですけれども、その辺につ
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いても、また水道事業協同組合とも話をしながら、そういうことも強力にやっていかないとなかなか納付になら

ないんじゃないかなというふうに思っております。 

それから、１つの計画の中で、強化月間ということで、ことしは引き継ぎの時期もありましたので、ボーナス

時期ですね、夏冬ありますけれども、夏時期はちょっとできなかったんですが、１２月ころまたボーナス時期に

フューチャーインと横の連絡もつきながら、そういうことも強力に、直接ですね、滞納整理行くってことは、個

人情報のこともありますので、そこら辺も難しいことがありますけれども、電話催促とか、そういうことは十分

に事務としてできますので、そんなことも拡大しながら収納率向上を図っていきたいと。 

その中で、契約を結んで収納率の目標をつくってございます。それは、過去３年間の収納率を１つの基準とし

まして、それを目標を超えるようにということで今努力をしております。そんな目標を達成しない場合はですね、

ペナルティーとして違約金を取るというようなことも契約に載せてはございますけれども、そんなこともしっか

り設定することによって、未納目標が達成できるように努力をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願

いします。 

○永井泰仁委員 いずれにしても、民営化をしましても滞納整理の問題と収納率の向上がですね、民間になって

経営状況なり実績というのが一番顕著に出てくると思いますので、これからだと思いますんで、しっかりですね、

また民間の会社の経営内容もチェックしながら収納率の向上に一層努力をしてもらいたいなと思います。要望で

いいです。 

○委員長 要望でお願いをいたします。ほかにございますか。 

○篠原敏宏委員 決算説明資料９ページの石綿管の改良状況っていうような表があるんですが、これ、ちょっと

見方を教えてもらいたいんですが、２７年度２８年度まで来て、石綿管延長６０メートルっていうのが、これは

まだ現実に残っているっていうような理解でよろしいでしょうか。 

○上水道課長 石綿管につきましては解消を行っているところですけれども、国道１９号ベルサイユホテルとあ

りますけれども、そこの部分、国道の拡幅にあわせてことし補正でまたお願いするわけですけれども、そこの部

分に残っておりまして、そこで全て工事できれば解消という形になります。 

○委員長 ほかにございますか。 

よろしいですかね。 

それでは、自由討議を割愛して討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第８号については、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 議案第８号については、可決および認定すべきものと決しました。 

それでは、次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第９号 平成２８年度塩尻市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

○委員長 議案第９号平成２８年度塩尻市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定についてを議題といたし

ます。説明を求めます。着座で構いません。 
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○経営管理課長 それでは、決算書４９ページをお開きください。１の概況でございますけれども、これにつき

ましても部長のほうから説明がありましたので、省略させていただきます。 

５２ページをお願いいたします。議会議決事項等になりますが、２８年度に行われた議会議決事項と報告事項

を記載してございます。 

５３、５４ページをお願いします。ここでは職員に関する事項、それとその他の他会計の補助金等に係る特定

収入の使途を記載してございます。 

次に、５５ページをお願いします。２の工事になりますけれども、建設改良費で施工した４６件、１億４，８

０３万円余の工事概況とその一覧を５５ページから５７ページまで記載してございます。 

次に、５８ページをお願いします。３の業務になりますが、初めに１、業務量のアの下水道事業でございます。

上から４段目の平成２８年度水洗化人口は５万９，３５１人で、前年度と比べ３６８人、０．６％の増となって

おります。次に、その４つ下の水洗化率は９７．７％で、前年度と比べ０．３％の増となっております。 

続きまして、イの有収水量でございますが、塩尻市浄化センター、楢川浄化センター、小野水処理センターの

３処理区を合計した処理場計の平成２８年度の年間処理水量は８０２万８，０７８立方メートルで、前年度と比

べ６４万４，５６７立方メートル、８．７％の増となっております。その下の平成２８年度年間有収水量は６３

０万４１４立方メートルで、前年度と比べ５万４，９８５立方メートル、０．９％の増となっております。その

下の有収率は７８．５％と、前年度と比べ６．１％の減となっております。 

次に、５９ページをお願いします。ここでは、汚水管及び雨水管の延長状況を記載してございます。 

次に、６０ページをお願いします。ここでは、収益的収入及び支出に関する事項を記載してございます。後ほ

ど明細書のほうで説明させていただきますので省略させていただきます。 

続きまして、６１、６２ページをお願いします。４の会計でございます。６１ページには、重要契約要旨とし

て契約金額１，０００万円以上の工事契約４件と、６２ページには契約金額２００万円以上の委託契約１９件の

明細を記載してございます。 

次に、６３ページをお願いします。（２）企業債の概況でございます。まず、アの借入状況につきましては、建

設改良費の財源として借り入れた平成２７年度繰越分１件６，７７０万円と、その下の現年度分２件を合わせて

１億４，８６０万円と、利用者の負担の平準化を図るために借り入れた資本費平準化債２件分の２億５，０００

万円を合わせた合計５件の総額４億６，６３０万円の借り入れをしてございます。 

次に、イの償還状況につきましては、借入総件数３８０件のうち償還した残金は３４７件１４億１，７４２万

円余、支払利息は３７４件４億４４５万円余を合わせて合計１８億２，１８８万円余を元利償還をしてございま

す。なお、この明細につきましては、９５ページから１０５ページの企業債明細にありますのでごらんください。

これにより、２８年度末の未償還残高は、企業債と平準化債を合わせて２０４万１，１６１万円余で、前年度よ

りも９億５，１１２万円余減となっております。 

続きまして、ページ飛びまして８０ページをお願いします。３の収益費用明細になりますが、税込みで記載し

てございます。主なものについて説明をさせていただきます。収益の部、１款下水道事業収益１項営業収益１目

下水道使用料の１４億９，９３４万７，０００円余につきましては下水道使用料で、前年度と比べ１，５９１万

３，０００円余、１．１％の増となりました。下水道使用料の算定となった有収水量は６３０万４１４立方メー



14 

 

トルで、前年度と比べ０．９％増となっております。また、収納率につきましては９８．０％で、前年度と比べ

０．１％増となっております。 

次に、２目他会計負担金の５億１，３４１万３，０００円につきましては、総務省の繰出基準により一般会計

からの繰入金で、８９ページの資本的収入の他会計負担と合わせると８億５，０００万円となっております。 

次に、８１ページをお願いします。２項営業外収益５目長期前受金戻入の７億８，３６８万２，０００円余に

つきましては、過去において建設工事に伴い、その財源として交付された補助金負担金について、減価償却の見

合い分を順次収益化するものでございまして、伝票上の振りかえ処理を行ったものでございます。私からは以上

です。 

○下水道課長 私からは、費用の部８２ページになります。その主なものについて御説明させていただきます。 

○委員長 着座で構いませんので。 

○下水道課長 失礼させていただきます。１款下水道事業費用１項営業費用１目管渠費の２０節委託料のうち、

上から３つ目の黒ポツ、マンホールポンプ場維持管理業務委託料１，９２２万４，０００円でございますが、塩

尻処理区、楢川処理区のマンホールポンプ場１３８カ所の維持管理委託料でございます。一番下の黒ポツ、塩尻

処理区不明水調査業務委託料１，２９６万円でございますが、近年、汚水管からの地下水の流入や、晴天時と降

雨時に浄化センターへ流入する汚水量に変動があることから、浸入水等に起因すると思われます不明水が増加傾

向にございます。このため、塩尻処理区内の不明水の状況を調べるために、汚水幹線や重要な汚水管のマンホー

ルポンプ内に電気伝導計を２７カ所、流量計を２カ所設置し、どの地域から多くの不明水が流入しているかを特

定し、今後さらに絞り込むための調査を行ったものでございます。 

次に、２３節の修繕費のうち一番上の黒ポツ、マンホールポンプ修繕費１，７０９万６，４００円でございま

すが、機器の取りかえ、非常通報装置交換を行ったものでございます。その下の黒ポツ、管路施設修繕費１，５

３７万１，５９８円は、マンホール周りの修繕を４４カ所行ったものでございます。 

８４ページをお願いをいたします。２目の浄化センター費でございます。２０節の委託料のうち上から４つ目

の黒ポツ、脱水ケーキ収集運搬処理業務委託料１億１，３０５万６，２０３円でございますが、これは５，１３

７．７６トンの汚泥の処分にかかわる委託料でございます。主な処分といたしましては、セメントの材料といた

しましてセメント会社に処分を委託しております。また、沈砂等を含む汚泥につきましては、焼却処分を行う業

者へ委託したものでございます。その下の黒ポツ、運転管理業務委託料１億１，３７２万４，０００円でござい

ますが、浄化センターの管理を日本クリーンアセスに委託し、１２名の職員が運転操作、保守点検を行ったもの

でございます。 

次に、２３節の修繕費のうち一番上の黒ポツ、施設修繕費６，３４３万５，９６０円でございますが、常圧浮

上濃縮機、曝気装置ほかの修繕を行ったものでございます。 

その下の２８節動力費４，８５９万５，６６６円でございますが、浄化センターで使用した電気料でございま

す。 

その下の２９節薬品費４，６３０万５，３６１円でございますが、浄化センターで使う薬品で脱臭剤、活性炭

等を購入したものでございます。 

次に、３目の小野水処理場費でございますが、辰野町へ委託をしております北小野地区の汚水処理であります
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小野水処理センターに係る辰野町への管理委託料２，０８８万１，５５６円でございます。 

８５ページをお願いをいたします。４目の楢川処理場費の２０節委託料のうち上から３つ目の黒ポツ、汚泥収

集運搬業務委託料７７５万２，９３２円でございますが、楢川処理場で発生する汚泥等を衛生センターまで運搬

する委託料でございまして、昨年につきましては１，１９５キロリットルを６，４８０円で委託を行ったもので

ございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 続きまして、８６ページをお願いします。８目業務費３５節負担金の６，１２１万３，０００

円につきましては、使用料徴収業務等に係る経費で、水道事業会計へ支払いをした負担金でございます。 

続きまして、８７ページをお願いします。１０目減価償却費の１４億６，９００万８，０００円余につきまし

ては、有形固定資産税及び無形固定資産税の２８年度の減価償却費でございます。明細につきましては９３、９

４ページの減価償却費を御参照いただきたいと思います。 

その下の１１目資産減耗費１目固定資産除却費の１，３３０万２，０００円余につきましては、２８年度の建

設改良工事に伴い不用となった施設の除却費用でございます。 

続きまして、８８ページをお願いします。２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利息の

４億４４９万４，０００円余につきましては、先ほど説明した企業債の利息でございます。 

次に、３目消費税の５，７７０万４，０００円余につきましては、２８年度の消費税の納税額でございます。 

続きまして、８９ページをお願いします。４、資本的収入支出明細書になります。主なものについて説明をさ

していただきます。収入の部、１款資本的収入１項企業債の４億６，６３０万円につきましては、先ほど企業債

の概況で説明したとおり、建設改良費を財源とする企業債と負担金の平準化を図るため、元金償還金の負担を繰

り延べる資本費平準化債として借り入れたものでございます。 

次に、３項負担金１目他会計負担金の３億３，６５８万７，０００円につきましては、総務省の繰出基準によ

り一般会計からの繰出金でございます。 

次に、その下の３目受益者負担金の１，１１２万８，０００円余につきましては、納期の到来したもの、また

新たに汚水ますを設置したことにより賦課した受益者負担金でございます。 

次に、４項補助金２目国庫補助金の１億７，１５８万８，０００円余につきましては、浄化センター第１期長

寿命化事業などに係る国庫補助金でございます。私からは以上です。 

○下水道課長 それでは、９０ページをお願いをいたします。説明資料につきましては１４ページをお願いをい

たします。支出の部になります。１款資本的支出１項建設改良費１目公共下水道事業管渠施設費２０節委託料の

一番上の黒ポツ、下水道台帳システム整備業務委託料２，８４０万４，０００円は、管路、排水設備、合併処理

受益地等の情報を整理し、デジタル化を行うもので、２８年度につきましては区画割データ入力、排水設備台帳

のスキャニング、下水道台帳データ更新等の下水道システムの導入を行ったものでございます。 

下から２つ目の黒ポツ、管渠耐震化実施設計業務委託料３，１１２万５，６００円は、被災時でも下水道が最

低限有すべき機能を確保するために、汚水幹線、防災拠点、緊急輸送路の汚水管に可とう性継ぎ手、マンホール

浮上防止対策等の詳細設計を１８．７キロ行ったものでございます。 

その下の２６工事請負費のうち上から３つ目の黒ポツ、下水道関連舗装本復旧事業２，１４１万５，３２０円

でございますが、下水道工事により傷みの激しい路線３，０３６平米の舗装復旧を行ったものでございます。そ
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の下の黒ポツ、公共下水道雨水幹線整備事業奈良井川右岸３―１号雨水幹線工事３，５２６万円でございますが、

短歌館前から西側へボックスカルバート１，３００掛ける１，３００を４メートル、１，２００掛ける１，２０

０を７８．４メートルほかを布設したものでございます。 

３目の処理場建設費２０委託料のうち一番上の黒ポツ、塩尻市浄化センター第１期長寿命化事業塩尻市浄化セ

ンター建設工事委託料２億１，７００万円につきましては、ナンバーワン脱水機、運転操作設備ほかの工事を日

本下水道事業団へ委託を行ったものでございます。 

９１ページをお願いをいたします。６目特定環境保全公共下水道事業２０委託料の小野水処理センター建設工

事委託料１，１６６万４，０００円につきましては、水処理センターの汚泥処理設備のうち定置式脱水機の設置

を辰野町へ委託したものでございます。 

その下の２６工事請負費５，７１７万５，２００円につきましては、汚水管の不等沈下等による流下機能が著

しく損なわれている汚水管の布設がえや要望による汚水ます設置、舗装復旧を行ったものでございます。私から

は以上でございます。 

○経営管理課長 続きまして、７０ページをお願いいたします。２の平成２８年度下水道事業損益計算書になり

ます。税抜きで記載してあります。１の営業収益の合計は１９億６４７万６，０００円余で、２の営業費用の合

計は２１億２，２７０万６，０００円余で、営業収益から営業費用を差し引いた中ほどの右の金額２億１，６２

２万９，０００円余が営業損出でございます。前年度と比べ３，０５４万４，０００円余、１６．４％の損失が

増となっております。 

それから、営業損失に３の営業外収益の合計７億９，０４４万７，０００円余を加え、４の営業外費用の合計

４億８６８万２，０００円余を差し引いた、その右の下の金額１億６，５５３万５，０００円余が経常利益とな

っております。前年度と比べ５．６％の減となっております。 

次に、経常利益から６の特別損失９８万２，０００円余を引いた下から４行目の金額１億６，４５５万３，０

００円余が当年度純利益でございます。前年度と比べ４４．２％の減額となっております。これは、前年度に修

繕引当金戻入金の特別収益があったことによるものでございます。この当年度純利益にその２つ下のその他未処

分利益剰余金変動額で減債積立金の取り崩しによる１億７，５０３万５，０００円余を加えた一番下の３億３，

９５８万８，０００円余が当年度未処分利益剰余金となっております。前年度と比べ３４．６％の減となってお

ります。 

続きまして７３、７４ページをお願いします。平成２８年度塩尻市下水道事業貸借対照表になります。税抜き

で記載してございます。初めに、７３ページになりますが、資産の部につきましては、１の固定資産税の合計、

２の流動資産の合計、３の繰延勘定の合計を合わせまして、一番下の資産合計３８３億７，８０５万６，０００

円余となっております。 

次に、７４ページをお願いします。負債の部につきましては、４の固定負債、それから５の流動負債、それか

ら６の繰延収益を合わせまして、右の数字になりますが、３５０億６，８０５万３，０００円余が負債合計とな

っております。 

その下の資本の部につきましては、７の資本金、それから８の剰余金を合わせまして、下から３行目、７億３，

５１６万５，０００円余の合計、その下の３３億１，０００万２，０００円余が資本合計となります。 
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一番下の負債資本合計は、資産合計と同額の３８３億７，８０５万６，０００円余となっております。 

続きまして、ページ戻っていただきまして、７１ページをお願いします。下の段になりますが、４の平成２８

年度剰余金処分計算書（案）をお願いいたします。先ほど７０ページの損益計算書で説明いたしました当年度未

処分利益剰余金３億３，９５８万８，９２０円の処分について、その使い道について議会の議決により処分をお

願いするものでございます。その案として、右の欄に記載したとおり、当年度の純利益となった１億６，４５５

万３，３８５円を減債積立金の積み立てに、その残りの１億７，５０３万５，５３５円を自己資金へ組み入れる

ものでございます。説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、委員より質問等ございますか。 

○丸山寿子委員 ８５ページの楢川処理場費のところで、負担金の木曽広域連合負担金、これの内容について教

えてください。 

○下水道課長 これにつきましては、楢川村当時に楢川処理場をつくったときに借り入れをいたしました。その

償還金を木曽広域連合のほうへ負担金として支払っているものでございまして、これにつきましては、平成１２

年から平成１５年度まで借り入れをし、平成４５年度に完了するということでございます。 

○丸山寿子委員 あともう１つ、違うところですけど、５８ページですが、イの有収水量ですけど、２７年度に

比べて率が下がっている理由についてお願いします。 

○下水道課長 有収水量のことでございますけれども、これにつきましては、年間の降水量が多かったというこ

とが一因として考えられます。多かったのは９月から１０月までに降った降水量が例年に比べ多かったというこ

とでございまして、それの結果、有収率が落ちたと思われます。 

○委員長 ほかにございますか。 

○柴田博委員 ８２ページのところで、不明水の調査を行ったということですけども、その結果がもし出ていれ

ば、概要でもお聞かせいただきたいと思います。 

○下水道課長 済みません。手元に資料がございますので、お配りさせていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長 これを許します。 

それでは、説明を求めます。 

○下水道課長 担当の係長より説明いたします。 

○担当係長 では、資料を見ながら説明させていただきます。不明水調査ですけれども、市内を２７つのブロッ

クに分けまして、これ資料の３０までって書いてあるんですけれども、一部機器を計測しなかった箇所もありま

すので、機器が計測されているのは２７カ所に機器を計測いたしまして、４月上旬から中旬の４６日間にかけて

不明水のセンサーを用いて計測いたしました。その中で、相対的に雨水の浸入が多いと考えられる地区なんです

けれども、この図面のところのピンクのところと赤のところは、この２７カ所の地区の中で上位４分の１に含ま

れる不明水の多い箇所であります。この黄色の薄い黄色と濃い黄色につきましては、上位２７ブロックのうち不

明水の多いエリアのうち上位５０％に含まれるエリアを示しております。具体的に浸入水の多いと考えられる地

区といたしましては、図面でいきますと０２番のエリア、セイコーエプソンの広丘事業所の北側、図面の１２番

で示されております角前工業団地、１７番で示されております九里巾交差点の西側、０６番で示されている歯科

大周辺、２２番の免許センター南側、２７番の町区が比較的雨水の浸入が多い地区として評価いたしております。



18 

 

以上です。 

○柴田博委員 その結果に基づいた対策というのは何か立てられて、順次されていくわけでしょうか。 

○下水道課長 今後ですね、この結果に基づきまして、さらに絞り込むための調査を行って箇所を特定していく

という計画でございます。 

○柴田博委員 それは、現在のところ、例えば管が破損しているとか、継ぎ手から漏れているとか、そういうよ

うなことは多少はわかっているわけですか。 

○下水道課長 まだそこまで具体的にはわかっておりませんけれども、このデータをもとに今後そういうところ

を補修していくということになります。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 

○永井泰仁委員 経営的に見ますと、私が議員になって以来ですね、純利益が計上されているということで、下

水道の経営としては非常に順調にいっているんじゃないかというふうに見ていますが、８４ページのですね、浄

化センターの運転ですか、１億１，３７２万４，０００円ですが、これは管理業務を委託してこれだけの高額な

委託料になっていますが、従前と比べてこのほうがまだ安いということなのか、その辺はどんなふうに考えてい

ますか。 

○下水道課長 適正な管理を行っていく上では、このくらいの費用は必要だというふうに考えておりますし、人

件費等の高騰もありますので、これから事業費等につきましては、まだ上がっていく可能性はございます。 

○永井泰仁委員 これだけの１億先の業務管理の委託料ですが、上がるとすれば人件費がまださらに上がってい

くっていうことですが、何とかこの単価をですね、抑えるとか、何か少し歯どめをかうようなことは考えていな

いですか。 

○下水道課長 今後どういうふうに人件費等が推移するかがわかりませんし、歩掛等の基準もございますので、

それと見積もり等精査する中で考えていきたいというふうに思います。 

○永井泰仁委員 できれば処理量とかね、処理水量とか、それによっても若干、委託の単に人件費のアップだけ

じゃなくてね、処理している量の増減によっても何か少し変えられるようなことも要素の中で今後検討してもら

いたいなというふうに思います。要望にしておいてください。 

○委員長 要望です。お願いいたします。ほかにございますか。 

○柴田博委員 小野の水処理センターの件ですけれども、先ほどの説明の中で塩尻市分っていうことで、処理料

等説明されていましたが、これはどこかで測定しているのか、それとも人数割、世帯割か何かで案分して計算し

ているのか、その辺についてはどうでしょう。 

○下水道課長 この費用負担につきましては、上田処理区を統合するときに辰野町と協定を結びまして、その協

定の中で処理量とか面積で案分をしてございます。その協定に基づきまして負担をしております。 

○柴田博委員 それは、実際にははかっていないっていうことだと思うんですけど、そんなに狂いはないですか

ね。 

○下水道課長 固定しているもので負担割合を決めておられますので、その辺の誤差はないというふうに認識し

ております。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 
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○篠原敏宏委員 ２点ほど教えていただきたいと思います。決算書８０ページの下水道使用料の中の内訳、公共

下水道、公共関連特環、楢川特環、小野特環というふうに、あれなんですが、この公共関連特環っていうものが

どういうものなのか、ちょっとこれを教えていただきたいと思います。 

○下水道課長 公共下水道、特環下水道というのはそれぞれ処理場を持たなければいけないんですけれども、公

共関連特環というのは、処理場を持たずに公共へ入れているという下水道でございます。 

○篠原敏宏委員 それは、例えば公共っていうのは、市役所なんかもそれに入っていくと。 

○下水道課長 公共下水道というのは、市街地と市街地の周辺が公共下水道ということでございます。 

○委員長 篠原委員、またよく勉強してもらって。 

○篠原敏宏委員 そうですね。もう１件。先ほど説明がありましたが、これは９０ページの委託料の内訳の中の

管渠の耐震化、先ほど説明ありましたけど、もう一度、耐震化というのはどこをどういうふうにやるのを耐震化

というか、もう一度説明お願いします。 

○下水道課長 耐震化事業というのがございますが、マンホールと管渠の継ぎ手部分の耐震化を図るというもの

でございます。内容につきましては、地盤の液状化によるマンホールの浮上防止、それとマンホールと既設管の

ところの可とう管への設置ということの耐震化を図ることでございます。 

○篠原敏宏委員 その場合、場所を特定をして多分やると思うんですが、重点的にやる場所とかっていうのは、

方針とか基準とかがあるわけでしょうか。 

○下水道課長 先ほども申し上げましたように、重点的にやるのは、緊急輸送路、幹線管路というところで、そ

れと緊急施設、病院とかそういうものの公共施設でございます。 

○篠原敏宏委員 わかりました。 

○委員長 理解しましたか。 

○篠原敏宏委員 はい。 

○委員長 大丈夫ですか。ほかにございますか。 

なければ一応質疑、打ち切りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

それでは、自由討議を割愛して討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第９号については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 議案第９号については、可決及び認定すべきものと決しました。 

それでは、１０分間休憩をいたします。 

午前１１時２７分 休憩 

――――――――――― 

午前１１時３３分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１０号 平成２８年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定について 
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○委員長 議案第１０号平成２８年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定についてを議題

といたします。説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは、決算書１０７ページをお願いします。ここは、１の概況でございますので省略させ

ていただきます。 

１０９ページですが、ここにつきましては、議会議決事項等が記載してございます。 

それでは１１０ページ、お願いします。ここについては、職員に関する記載等でございます。 

１１１ページをお願いします。工事になります。ここは施工した６件、１，２４７万円余の工事概況等を記載

してございます。 

１１２ページをお願いします。３の業務になります。初めに、１の業務量のアの農業集落排水事業でございま

すが、上から４段目の平成２８年度水洗化人口は５，６６６人で、前年度と比べ６９人、１．２％の減となって

おります。次に、その４つ下の水洗化率は９２．３％で、前年度と比べ０．５％の増となっております。 

続きまして、イの有収水量でございますが、２８年度の年間処理水量は５２万６，３４２立方メートルで、前

年度と比べ４８８立方メートル、０．１％の減となっております。その下の２８年度の年間有収水量は４７万３，

５０９立方メートルで、前年度と比べ８，７９７立方メートル、１．８％の減となっております。その下の有収

率は９０．０％と、前年度と比べ１．５％の減となっております。次に、ウでございますが、汚水管の延長状況

が記載してございます。 

次に、１１３ページをお願いします。ここについては、後ほど明細書のほうで説明させていただきますので省

略させていただきます。 

続きまして、１１４ページをお願いします。４の会計になりますが、ここに契約が１，０００万円以上の工事

契約１件と、契約金額２００万円以上の委託４件の明細を記載してございます。 

次に、その下の企業債の概況でございます。アの借入状況ですが、２８年度の借り入れはございませんでした。 

次に、イの償還状況につきましては、償還した元金１７６件１億９，６９３万円余、支払利息は１７６件、５，

５０９万円余を合わせた合計２億５，２０２万円余を元利償還をしてございます。なお、この明細については１

３９から１４４ページをごらんいただきたいと思います。これにより、２８年度の未償還残高は２４億５，２７

２万円余となっておりまして、前年度より１億９，６９３万円余減となっております。 

続きまして、１３０ページをお願いします。３の収益費用明細になります。税込みで記載してございます。主

なものについて説明をさせていただきます。収益の部、１款農業集落排水事業収益１項営業収益１目農業集落排

水施設使用料の１億４３７万７，０００円余につきましては農業集落排水施設使用料で、前年度と比べ１７６万

８，０００円余、１．７％の減となっております。この使用料の算定となった有収水量は、４７万３，５０９立

方メートルで、前年度と比べ１．８％減となっております。また、収納率につきましては９８．７％で、前年度

より０．１％増となっております。 

次に、２目他会計負担金の１億８，５２２万７，０００円につきましては、総務省の繰出基準により一般会計

からの繰り入れでございます。 

次に、２項営業外収益５目長期前受金戻入の１億４，８３１万５，０００円余につきましては、過去において

建設工事に伴い、その財源として交付された補助金負担金について、貸借対照表で計算した上で、減価償却費の
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見合い分を順次収益化したものでございます。私からは以上です。 

○下水道課長 私からは費用の部、１３１ページになりますが、その主なものについて説明をさせていただきま

す。１款農業集落排水事業費用１項営業費用１目管渠費２０委託料の２つ目の黒ポツ、マンホールポンプ場維持

管理業務委託４４２万８，０００円でございますが、８農業集落排水処理区にありますマンホールポンプ６１カ

所の点検と清掃等の管理委託料でございます。 

次に、２３修繕費の一番上の黒ポツ、マンホールポンプ修繕費９５３万４，２４０円でございますが、ポンプ

のオーバーホール、非常通報装置１基等の交換を行ったものでございます。 

１３２ページをお願いをいたします。２目浄化センター費２０委託料の一番上の黒ポツ、農業集落排水処理施

設維持管理業務委託料１，６６３万２，０００円でございますが、農業集落排水８処理場の管理委託料でござい

ます。その下の黒ポツの汚泥収集運搬業務等委託料１，４７２万２，９２８円でございますが、農業集落排水の

各処理場で発生いたしました汚泥を衛生センターまで運搬した委託料でございます。 

次に、２３節修繕費の１，２３６万７，０８０円でございますが、農業集落排水８処理場のばっ気装置ほかの

修繕を行ったものでございます。 

その下の２８節動力費１，２３７万４４４円でございますが、農業集落排水８処理場の稼働に伴います電力使

用料でございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 続きまして、その下の６目業務費３５節負担金の６０６万９，０００円につきましては、使用

料徴収業務にかかわる経費で、水道事業会計へ支払った負担金でございます。 

続きまして、１３４ページをお願いします。２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利息

でございますけれども、先ほど説明したとおりの利息でございます。 

次に、３目の消費税でございますが、４０５万４，０００円余につきましては、２８年度の消費税の納付額で

ございます。 

次に、１３５ページをお願いします。４の資本的収入支出明細書になります。主なものについて説明をさせて

いただきます。収入の部、１款資本的収入３項負担金１目他会計負担金の６，５０６万７，０００円につきまし

ては、総務省の繰出基準により一般会計から繰り入れしたものでございます。以上でございます。 

○下水道課長 １３６ページをお願いいたします。支出の主なものについて申し上げます。１款資本的支出１項

建設改良費３目農業集落排水事業処理場建設費２６工事請負費は８４４万５，６００円でございますが、農業集

落処理８処理場のうち２処理場の積算記録計の更新等を行ったものでございます。２項１目１節の企業債償還金

１億９，６９３万４，６６９円につきましては、過去に借り入れをいたしました企業債元金の償還金でございま

す。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 続きまして、１２１ページをお願いいたします。損益計算書になります。１年間の経営状況を

あらわすものでございます。１の営業収益、２の営業費用、それから３の営業外収益を引いて４の営業外費用を

差し引き、最終的に特別損益を差し引きまして、一番下になりますけれども、当年度未処分利益剰余金が９，０

０５万３，３４１円ということになります。 

続きまして、１２４ページ、１２５ページをお願いいたします。貸借対照表になりますけれども、資産の部で

ございますけれども、固定資産、流動資産合計しまして、資産合計になりますが、６５億７，６８４万８，００



22 

 

０円余となっております。 

次に、１２５ページになりますが、負債の部ということで、固定負債と４の流動負債の合計、５の繰延収益の

合計を合わせまして、５４億３，８４８万７，０００円余が負債合計となっております。 

その下の資本の部につきましては、６の資本金、それから７の剰余金を合わせまして、一番下の負債資本合計

は、資産合計と同額の６５億７，６８４万８，０００円余となっております。 

続きまして、１２２ページをお願いします。剰余金処分計算書（案）をお願いいたします。当年度未処分利益

剰余金の９，００５万３，３４１円の処分について、議会の議決をお願いするものでございまして、その案が表

の右に記載したとおり、当年度純利益となった４，２７７万３，０９６円を減債積立金に、その残り４，７２８

万２４５円を自己資金へ繰り入れるものでございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、委員より御質問ございますか。 

○柴田博委員 １１２ページの業務っていうところですけれども、それぞれ８カ所の処理場をまとめて書かれて

いるわけですけど、これをつくるための８カ所分のやつは、それぞれの表も多分あると思うんですけど、そんな

のがわかれば、処理人口でありますとか、水洗化率ですとか、処理量とかいうようなものが書いてあるものがあ

れば、後でいいんで、いただきたいんですけど。 

○下水道課長 後ほど資料、御提示させていただきます。 

○柴田博委員 お願いします。 

○委員長 ほかに、委員よりございますか。 

○柴田博委員 じゃあ、もう１点、済みません。１１４ページのところで、上から２つ目の表で処理場の維持管

理ですけども、これは８カ所全部同じところで管理しているということでいいんですか。 

○下水道課長 同じ業者が管理をしております。 

○柴田博委員 それは、毎年契約してやっているのか、それとも同じところがずっとやっているのか、その辺は

どうですか。 

○下水道課長 毎年契約ということでございます。 

○柴田博委員 毎年変わる可能性もあるということ。 

○下水道課長 ３年に１回の入札をもちまして、後の２年間は随意契約というスタイルでやっております。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 

○永井泰仁委員 決算説明資料の３４ページのところにですね、まず、水洗化率が９２．３％ということで上が

ってきて大変いいんですが、これはもっと高めるような何かこれ、法律だか条例だかでは、強制とは言いません

けど、何か高めるようなそういう指針というものはあるわけですか。 

○下水道課長 ルール的には、下水道を施工し、汚水ますをつけて施工してから５年以内というルールがござい

ます。ただ、それ今、委員さんおっしゃったように、強制的にはできないものですから、その都度設置してくだ

さいというお願いをしているところでございます。 

○永井泰仁委員 次の３５ページのですね、企業債残高対使用料収入比率のパーセンテージが、２８年度ですか、

２，５３７．９、それから２７年度が２，６９６．０ということで、大幅に三角の１５８．１ということですが、

ここに極端に数字が変わってきた要因は何でしょうか。企業債現在高。使用料収入。３５ページのね、説明資料
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の真ん中辺の企業債残高対使用料収入比率。ちょっとね、極端に。 

○委員長 これね。わかりますか。すぐ答弁できますかね。 

○経営管理課長 ちょっと詳細はわかりませんので、後ほどまたお答えさせていただきたいと思います。 

○委員長 では、後ほど答弁を求めます。永井委員、よろしいですか。 

○下水道課長 済みません。先ほどの永井委員さんの水洗化率のアップの関係で間違いがございましたので、ち

ょっと訂正をさせていただきます。５年ルールというのは公共下水道の場合でございまして、農業集落排水事業

の場合は５年というルールはございませんので、訂正をさせていただきます。 

○永井泰仁委員 それで農集排の場合にはお願いするっきりで、えらい法的とか条例でもって上げるような拘束

力っていうのはないってことですよね。 

○下水道課長 法的な拘束力はございません。 

○委員長 よろしいですか。ほかによろしいですか。 

ないですので、自由討議を割愛して討論を行います。ありませんか。 

ないので採決を行います。議案第１０号については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１０号については、可決及び認定すべきものと決しました。 

これで上下水道関連の決算は終わりましたが、全般を通して何か御意見ございますか、委員のほうから。 

永井委員、いいですか。 

じゃあ、私から一言だけ。水源の保全等に、地元で産廃の処分場とかって今勉強をしているところなんですが、

駒ヶ根市さんとか拝見する中で、塩尻市は湧水とか少ない中で、松塩にほとんど頼っているという中で、現状の

上西条だったりですね、それから片丘周辺のそういった水源地の保全、もっと言えば土地の保全とかその辺、研

究とか考え方、少し部長さんでも副市長さんでもいいんですが、答弁いただければなと思います。 

○水道事業部長 主に水源の保全ということになりますと、やはり山林というような形になりまして、それに伴

います表流水を扱っているところが、床尾浄水場の水源が境沢といいまして、上流部が山林ございます。それと

あと楢川浄水場のほうの上流部、それとあと片丘浄水場の上流部というような形でございまして、おおむね見る

範囲の中では、国有林とかそういった形の市有林とかっていうところで、私林というところの部分が少ないとい

う部分も前に調査した経過はございます。そういったことで今後、森林保全についてどうするかということはビ

ジョンの中でも検討するような形になっておりますので、考えていかなきゃいけないというふうには考えており

ます。 

○委員長 ぜひおいしい水を次の世代にお願いしたいと思います。 

一応、午前中の審査はこれで終わりにしたいと思います。 

なお、午後ですが、この後１３号、それから１７号、１８号については一括の議題として取り扱いたいと思い

ます。それから、その後の１９、２０、２１、２２号についても一括の議題として取り扱いますので、説明をそ

のような形でお願いをいたします。 

それでは、午前中の審査をここまでにして、午後１時より再開をいたします。以上です。 

午前１１時５３分 休憩 



24 

 

――――――――――― 

午後 ０時５９分 再開 

○委員長 それでは若干早いですが、皆さんお集まりですので、休憩を解いて再開をいたします。 

○下水道課長 申しわけございません。さきの丸山委員さんの質問の中で誤りがございましたので訂正をさせて

いただきます。決算書の８５ページのところでございます。木曽広域連合の負担金とは何かという御質問でござ

いましたけれども、この質問の中で、この負担金は楢川処理場の建設負担金とお答えをしましたが、木曽町にあ

ります汚泥処理施設の誤りでございますので、訂正をさせていただきます。 

○委員長 丸山委員、よろしいですか。 

ほかにございますか。 

○下水道課長 さきの御質問の中で、柴田委員さんからの農業集落排水事業の各処理場の内訳をという御質問が

ございましたので、その内訳につきまして資料ができましたので、お配りさせていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長 これを認めます。 

説明をお願いします。 

○下水道課長 この８処理場の水洗化人口、水洗化率、処理水量という質問でございましたが、表の中の農集計

というところで、水洗化人口５，６６６、水洗化率９２．３％ということでございます。また、処理水量につき

ましては、合計欄の５２万６，３４１．６立米ということでございますので御確認をお願いをいたします。 

○柴田博委員 水洗化率のところで、それぞれ処理場によって大分差があるんですけども、その辺についてはど

んなふうに考えていらっしゃいますか。 

○下水道課長 これにつきましても、いろいろ各家庭の事情等がございますし、水洗化率のアップにつきまして

は、さきの永井委員さんの御質問でお答えしたように、アピールをして接続していただくようにお願いをしてい

くものでございます。 

○柴田博委員 それは、日常的にやっているということでいいですか。 

○下水道課長 正直なところ、積極的にはＰＲをしておりませんが、折を見て接続していただくようにお願いを

しておるところでございます。 

○柴田博委員 いいです。 

○委員長 ちなみにこれ、加入する場合の負担金というのは。 

○下水道課長 負担金につきましては、各処理場ごと金額が違いますので、ちょっと金額的には覚えがございま

せんが、各処理場をもって賦課をさせていただいております。 

○委員長 わかりました。ほかに行政側からありますか。 

○経営管理課長 永井委員さんからのですね、企業債残高対使用料収入の比率が昨年よりも下がってきたが、そ

の状況についてということでございますけれども、企業債残高がですね、年々下がってきております。使用料も

若干ですが下がってきておりますけれども、今後ですね、起債のほう、借りる予定はございませんので、年々、

この率については下がっていく予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○永井泰仁委員 今後起債を借りる予定がないという話ですが、エプソンへ持っていく水道にかかわる財源の確

保はどんなふうにやっていますか。 
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○経営管理課長 エプソンに係るものにつきましては、今後またエプソンとの負担金の話やら、これで出てきま

すので、１２月の補正にまたお願いをするものでございますけれども、この農業集落については起債の予定はな

いということでございます。 

○委員長 よろしいでしょうか。ほかにいいですかね。 

それでは、引き続き審査に移りたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１３号 塩尻市企業立地の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

○委員長 議案第１３号塩尻市企業立地の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。説明を求めます。 

○産業政策課長 それでは、議案関係資料の１７ページをお願いいたします。議案第１３号塩尻市企業立地の促

進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。 

１、提案理由は、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」の一部が平

成２９年７月３１日に改正されたことに伴いまして、必要な改正をするものでございます。 

２、概要は、引用している法律の題名を改めるものなどでございます。 

３、条例の新旧対照表、これにつきましては、後ほど説明いたします。 

４、条例の施行等、公布の日から施行するものでございます。 

それでは、おめくりをいただきまして、資料の１８ページをごらんください。まず、現行の第１条をごらんく

ださい。この条例は以下、下線の部分でございますが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及

び活性化に関する法律の題名が改正案の第１条に移りまして、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の

基盤強化に関する法律に改正されました。法律の略称名で申し上げますと、企業立地促進法が地域未来投資促進

法に改正されたものでございます。これに伴いまして、条例の題名中、企業立地の促進等を地域経済牽引事業の

促進に改めております。また、条例の第１条３行目、産業集積の形成及び活性化を地域経済牽引事業の促進に改

正するなど、法律の改正に合わせまして必要な条例の改正を行うものでございます。私からの説明は以上でござ

います。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より質問ございますか。 

いいですかね。 

それでは、自由討議を省いて討論を行います。ありませんか。 

ないので、採決を行います。議案第１３号については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１３号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１７号 塩尻市塩尻駅前広場の指定管理者の指定について 

議案第１８号 塩尻市大門駐車場の指定管理者の指定について 

○委員長 それでは、次は議案第１７号及び１８号を議題といたします。議案第１７号塩尻市塩尻駅前広場の指
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定管理者の指定について並びに議案第１８号塩尻市大門駐車場の指定管理者の指定についてを議題といたします。

説明を求めます。 

○産業政策課長 それでは、議案関係資料の２７ページをお願いいたします。まず、議案第１７号塩尻市塩尻駅

前広場の指定管理者の指定について説明いたします。 

１、提案理由は、塩尻市駅前広場の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

概要は、塩尻市塩尻駅前広場の指定管理者に次の者を指定するものでございます。 

（１）としまして塩尻市塩尻駅前広場、ア、施設の所在地、塩尻市大門八番町５６１番１。イ、指定の相手方、

塩尻市大門一番町１２番２号株式会社しおじり街元気カンパニー代表取締役小松直氏。ウ、指定の期間、平成３

０年４月１日から平成３５年３月３１日まででございます。 

（２）塩尻市塩尻駅西広場でございます。ア、施設の所在地、塩尻市大字大門５４８番３でございます。イ、

ウにつきましては（１）と同様でございます。 

この塩尻駅前広場は、塩尻駅前における公衆の利便並びに通行の安全及び円滑を図ることを目的としまして、

昭和５７年５月に開設しております。自家用車駐車場６３台、バス整理場６台、タクシー駐車場１８台、駅前広

場で構成をしておりまして、平成２８年度は年間約１２万台の駐車場利用がございました。 

続きまして、議案関係資料をおめくりいただき、２８ページをお願いをいたします。議案第１８号塩尻市大門

駐車場の指定管理者の指定について説明いたします。 

１、提案理由は、塩尻市大門駐車場の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

２、概要、塩尻市大門駐車場の指定管理者に次の者を指定するものです。 

（１）施設の名称、塩尻市大門駐車場。 

（２）施設の所在地、塩尻市大門一番町７番１６号でございます。 

（３）（４）につきましては、前号と同様でございます。 

この大門駐車場は、市街地における道路交通の円滑化及び駐車の便宜を図り、もって中心市街地の活性化を図

ること等を目的としまして、平成３年４月に開設をしております。駐車可能台数は５１１台ございまして、平成

２８年度は年間約４１万台の利用がございました。 

それでは、議案のですね、第１７号、１８号の共通事項でございます。候補者決定の経緯でございますが、本

年６月６日から７月５日まで指定管理者の公募を行いました。それに対しまして、応募者は株式会社しおじり街

元気カンパニーの１者でございました。７月１４日に指定管理者選定審査会を開催し、プレゼンテーション、質

疑、審査を経まして候補者と選定されましたので、本議会で議決を求めるものでございます。 

選定の理由は２点ございます。１点目は、まちづくりのグランドデザインにより、にぎわいが図られることが

可能になるような取り組みが期待できる点、２点目は、民間出資による事業体で駐車場収入を原資とした取り組

みが期待できる点でございます。私からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、委員より質問ございますか。 

○永井泰仁委員 指定管理者の経緯はよくわかりましたが、指定管理料のほうはですね、これはこれまでと同じ
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金額でお願いをするのか、あるいは３０年から３５年、増額で契約されるのか、その辺はどうなっていますか。 

○産業政策課長 指定管理料につきましては、駐車場の収入をもって当たるため、お支払いを現在しておりませ

んし、今後の５年間もですね、同様の措置となります。私からは以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

○柴田博委員 大門駐車場のほうですけど、大門駐車場っていうとどこまで入るわけですか。東側と西側にそれ

ぞれ平面の駐車場がありますよね。あれも含めてなのか、そうでないのか、そこをお願いします。 

○産業政策課長 立体駐車場のほうのみになります。 

○柴田博委員 そうすると、西側に前からある１列にずっと並ぶ無料の駐車場があるし、それから東側には新し

く有料の駐車場ができたと思うんですけど、そこの管理は誰がどのようにやっているわけですか。 

○産業政策課長 担当の係長から答弁いたします。 

○産業企画・商工係長 西側の平面駐車場に関しましては、従来整備させていただきまして、この指定管理に含

まれてございます。今年度平成２９年度に整備されました東側の平面駐車場に関しましては、この指定管理に含

まれていない街カン独自のものでございます。 

○柴田博委員 そうすると、東側のことしできたやつはどこが実際には管理しているわけです。 

○産業企画・商工係長 ことしできた駐車場につきましては、しおじり街元気カンパニーが直接管理をしており

ます。 

○柴田博委員 駐車場に整備するときの費用も含めて全部やっているわけですか。 

○産業政策課長 そのとおりでございまして、整備する費用もですね、街元気カンパニーのほうで負担をして整

備をしております。 

○柴田博委員 わかりました。 

○委員長 よろしいですか。 

○丸山寿子委員 関連してお聞きします。東側にできた駐車場は西側と同じような料金体系といいますか、つま

りえんぱーくのほうでスタンプを押してもらうと６時間無料で、買い物などした場合に３時間無料っていうよう

なことなので、私は同じようにやっているのかなというふうに、管理なのかなと思ったんですが、それでちょっ

とお聞きしたいのが、店舗で入っている人たちはスタンプを押した場合に、何らかのお金を負担しているのかな

と思うんですけど、その辺ってどのような割合なのか、えんぱーく側とそれからそれぞれの中心市街地の店舗な

り、ウイングロードの中の店舗、ちょっとそこのところ、大門の関係を教えてください。 

○産業政策課長 ウイングロードに入っている店舗やですね、えんぱーくとか、負担をいただいておりますが、

ちょっと細かい資料がございませんので、後ほど整えまして答弁をさせていただきます。 

○丸山寿子委員 それから、済みません。駅前ですけど、駅前は３０分無料で、それはその駅を利用する人の便

宜も図っていると思いますが、ただちょっと思うに、大門の商店街の店舗に比べて、何ですかね、利用したら何

時間無料になるとか、そういうことがないので、駅の周辺のいろいろな店舗の人たちにとっては、ちょっと不利

な面もあるかなというようなこともちょっと思うときがあるわけなんですけど、例えば飲食なんかだったら、ち

ょっとやっぱり行きにくいなっていうふうに市民というか利用者は思うので、ちょっとその辺についても、ちょ

っとわかったら、後でいいので教えてください。 
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○産業政策課長 委員御指摘の点につきましてですね、ちょっと今後どういうふうに対応するかも含めまして、

後ほど答弁をさせていただきます。 

○委員長 よろしいですか。駅の料金の規定もつけて説明してもらえばわかりやすいと思うので、お願いします。 

ほかにございますか。 

済みません、じゃあ、私から。結局、まちづくり会社のほうのちょっと決算書まで見てないんですけど、実際、

駐車場料金の利益とか、その辺、指定管理料はただでやるんで、みんな会社のほうの収益に入っていると思うん

ですけど、一応市営大門の駐車場と駅前と、あと広丘の駅は、あれは振興公社かな、ちょっとわかれば台数とお

金だけ、広丘も街カンでしたっけ。直轄か。ちょっと３つ、また後ほどというか、きょうじゃなくてもいいので、

また教えてください。 

ほかに委員よりよろしいですか、質問のほうは。 

それでは、質疑を終結して、自由討議を割愛して討論を行います。ありませんか。 

ないので、採決を行います。議案第１７号並びに１８号については、原案のとおり認めることに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１７号及び１８号については、全員一致をもって可決すべきものと決しまし

た。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１９号 塩尻市特定公共賃貸住宅の指定管理者の指定について 

議案第２０号 塩尻市楢川地区定住促進住宅の指定管理者の指定について 

議案第２１号 塩尻市雇用促進住宅の指定管理者の指定について 

議案第２２号 塩尻市北小野地区若者定住促進住宅の指定管理者の指定について 

○委員長 議案第１９号塩尻市特定公共賃貸住宅の指定管理者の指定について並びに第２０号塩尻市楢川地区

定住促進住宅の指定管理者の指定について並びに第２１号塩尻市雇用促進住宅の指定管理者の指定について並び

に第２２号塩尻市北小野地区若者定住促進住宅の指定管理者の指定についてを一括で議題といたします。説明を

求めます。 

○建設課長 それでは、議案関係資料の２９ページから３２ページになりますので、よろしくお願いしたいと思

います。議案第１９号塩尻市特定公共賃貸住宅、また２０号楢川地区定住促進住宅、また２１号雇用促進住宅、

２２号北小野地区若者定住促進住宅、この４件の住宅につきましては本年度指定管理者の募集ということで一括

して公募させていただいたものでございます。６月７日から７月６日まで公募をかけさせていただき、７月１４

日、選定審査会において審査をする中、今回議会に御提案をするものでございます。 

それでは、１つずつ御説明を申し上げます。議案第１９号、２９ページでございます。塩尻市特定公共賃貸住

宅の指定管理者の指定についてということでございます。 

提案理由でございますが、塩尻市特定公共賃貸住宅の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

概要でございます。塩尻市特定公共賃貸住宅の指定管理者に次の者を指定するものでございます。特定公共賃
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貸住宅というものでございますが、こちらでございますが、中堅所得者の雇用の用に供する賃貸住宅でございま

す。市内４団地１２棟２４戸でございます。 

それでは、詳細の物件について御説明申し上げます。 

（１）贄川団地Ａ及び共同施設。ア、施設の所在地、塩尻市大字贄川２０８１番地の２。イ、指定の相手方、

長野県大字南長野南県町１００３番地１。長野県住宅供給公社理事長、太田寛でございます。ウ、指定の期間で

ございますが、平成３０年４月の１日から平成３５年３月３１日までの５年間ということでございます。 

（２）贄川団地Ｂ及び共同施設でございます。先ほど（１）でございました贄川団地Ａと贄川団地Ｂの共同施

設でございますが、こちらは共用の児童遊園とそれぞれの駐車場ということでございますので、よろしくお願い

します。ア、施設の所在地、塩尻市大字贄川２０９０番地の１０でございます。なお、イ、指定の相手方、ウ、

指定の期間につきましては同様でございます。 

（３）平沢団地及び共同施設、こちらの共同施設については駐車場でございます。ア、施設の所在地、塩尻市

大字木曽平沢１９１９番地の４。指定の相手方、指定の期間については同様でございます。 

（４）奈良井団地及び共同施設、こちらの共同施設は駐車場でございます。ア、施設の所在地、塩尻市大字奈

良井７２番地の１でございます。相手方、期間につきましては同様でございます。 

１枚おめくりいただきまして、３０ページ、楢川地区定住促進住宅の指定管理者の指定についてでございます。 

提案理由、塩尻市楢川地区定住促進住宅の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

概要でございます。塩尻市楢川地区定住促進住宅の指定管理者に次の者を指定するものです。こちらの楢川地

区定住促進住宅というものでございますが、楢川地区における定住人口の増大を図るための住宅でございます。

２団地３棟１８戸でございます。 

（１）宮下団地及び共同施設でございます。こちらの共同施設は駐車場でございます。ア、施設の所在地でご

ざいますが、塩尻市大字木曽平沢２２２８番地の７２でございます。指定の相手方、指定の期間については、先

ほど同様でございます。 

（２）奈良井宿中町団地及び共同施設。こちらの共同施設は駐車場でございます。ア、施設の所在地、塩尻市

大字奈良井３４２番地の１でございます。指定の相手方、指定の期間については同様でございます。 

続きまして、３１ページ、塩尻市雇用促進住宅の指定管理者の指定についてということでございます。 

提案理由でございます。塩尻市雇用促進住宅の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

概要でございます。塩尻市雇用促進住宅の指定管理者に次の者を指定するというものでございまして、この雇

用促進住宅でございますが、勤労者の生活及び就業の安定を図るための住宅でございまして、１団地２棟８０戸

でございます。 

（１）施設の名称でございますが、みどりが丘住宅及び共同施設という形になっております。こちらの共同施

設でございますが、集会所、児童公園、駐輪場、ごみステーションでございます。 

（２）施設の所在地でございますが、塩尻市大字広丘堅石２１４５番地１４９でございます。指定の相手方、

指定の期間につきましては、先ほど同様でございます。 
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続きまして、１枚おめくりいただきまして、３２ページ、塩尻市北小野地区若者定住促進住宅の指定管理者の

指定についてでございます。 

提案理由でございますが、塩尻市北小野地区若者定住促進住宅の指定管理者を指定することについて、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

概要でございます。塩尻市北小野地区若者定住住宅の指定管理者に次の者を指定するものですということで、

北小野地区若者定住住宅につきましては、北小野地区における若者と定住人口の増大及び地域の活性化を図るた

めの住宅でございます。１団地２棟１２戸でございます。 

（１）施設の名称ですが、塩尻市北小野地区若者定住促進住宅及び共同施設ということで、こちらの共同施設

につきましては駐車場でございます。施設の所在地、塩尻市大字北小野２８８５番地の４。指定の相手方、指定

の期間につきましては同様でございます。私のほうは以上でございます。 

○委員長 それでは、質疑を行います。質問等、委員よりございますか。 

○柴田博委員 例えば１９号ですけど、これ（１）から（４）まであって、それぞれ同じことを繰り返している

んですけども、これはそれぞれ（１）は贄川団地のＡ棟で、これはこれで契約を結んで、それぞれ別々に契約を

結ぶということなのか、それとも特定公共賃貸住宅一括で結ぶものなのか、この書き方だと別々にわざわざする

んでこう書いてあるのかなと思うんですけど、どうですか。 

○建設課長 前段でちょっとお話をさせていただきましたけれど、こちら先ほど１９号から２２号までの団地に

つきましては、全て１本で公募をかけさせていただきました。全て１つの会社として応募をしていただきたいと

いうことで出したものでございます。それで、１件１件今言われました贄川団地Ｂとか、御説明はさせていただ

きましたが、こちら１９号から２２号までにつきまして、それぞれの団地につきまして条例がございまして、そ

ういった関係上こういった形での御提案という形となっておりますのでよろしくお願いします。 

○柴田博委員 そうすると、例えば贄川団地Ａと贄川団地Ｂというのは条例が違うということなんですか。 

○建設課長 条例といたしましては、特定公共賃貸住宅としての１つの条例でございます。 

○柴田博委員 でしょ。すると一緒でいいよね。わざわざアからア、イ、ウと書いてあるやつをそれぞれのとこ

ろにみんなつけて別々に書いてあるんで、それぞれ別々に契約するのかなと思ったんだけど、そうでなければ（１）

から（４）まで住宅の名前だけ書いて、あとは全部１つ書けばいいことだよね。 

○建設課長 補佐のほうから説明申し上げます。 

○総務管理係長 記載の方法につきましては、御指摘のとおり特定公共賃貸住宅という１つのくくりでございま

すので、こちらの記載方法等につきましては、今回御容赦いただきたいと思いますが、次回以降、行政係とも検

討をさせていただきたいと考えております。 

○委員長 柴田委員、よろしいですか。 

ほかによろしいですか。いいですか。 

じゃあ、私から１点だけ。いつも聞いて、忘れて済みません。雇用促進住宅、起債の償還はことしでしたっけ。

３１年でしたっけ。 

○建設課長 起債の償還につきましては、平成３１年度までということでございます。償還ですね。３１年度ま

でということでございます。返済です。 
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○委員長 済みません。若干素人の質問で申しわけない。その後のいわゆる施設の運用等について縛りが一応な

くなるという理解でいいんでしょうか。 

○建設課長 そのとおりです。 

○委員長 ちなみに何か、そろそろ研究とかは、行政側でしていることはあります。 

○建設課長 今年度、住宅の関係につきまして、長寿命化計画という形で今、策定をしているところです。その

中におきましても、そこができればいいなとは思っておりますが、なかなか難しいところございますので、先日

もお話し申し上げましたけど、現在公営住宅につきましてはアンケート調査等を行っております。そこら辺を見

据える中で、また考えていければと思っております。 

○委員長 わかりました。個人的な意見で大変恐縮ですが、非常にいい場所なので、もちろん長く使うこともい

いと思いますが、いろんな方に土地の可能性をちょっと研究していただければなというふうに要望にしておきま

す。 

それではですね、質疑を終結し、自由討議を割愛して討論を行います。ありませんか。 

ないので、採決を行います。議案第１９号並びに２０号、第２１号、第２２号については、原案のとおり認め

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１９号から２２号については、全員一致をもって可決すべきものと決しまし

た。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２４号 市道路線の認定について 

○委員長 議案第２４号市道路線の認定についてを議題といたします。説明を求めます。 

○建設課長 それでは、議案関係資料の４０ページ、４１ページをお開きください。市道路線の認定についてと

いうことでございます。 

提案理由につきましては、市道路線の認定について、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 

概要につきましては、新たに１路線を認定するものでございます。こちら、開発事業に伴います市道認定でご

ざいます。路線番号５４０９、路線名、町区宮沢線。地区は町区になります。場所につきましては、右の４１ペ

ージをごらんいただければと思います。中町交差点から北西の場所になります。東側に市道０１０９号、五千石

街道線と西側、市道５１８７号、町区北浦道線を結ぶ道路となっております。 

詳細でございますが、延長約６７メートル、幅員６メートル、片側に自由勾配側溝を設けたものでございます。 

現在の状況ですが、こちら区画数、開発に伴いまして１０区画が造成されております。今２区画が建設中とい

う状況でございます。以上が今回、市道認定をする路線でございます。 

参考といたしまして、今回提案させていただくことによりまして、市道路線数は１路線増の２，４９４路線、

総延長距離は６７メートル増の８９万１，１２４メートルになります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○委員長 それでは、委員より御質問ございますか。 
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○永井泰仁委員 この開発に伴うこの周辺の雨水処理はですね、浸透ますなのか、あるいはここのそれぞれの市

道の側溝のほうへ接続して流すのか、どんな状況を考えていますか。 

○建設課長 こういった開発道路を開発する場合につきましては、開発業者と帰属の関係で都市計画法の３２条

の協議というものを行っております。今回の開発におきましては、今御説明させていただきましたけれど、浸透

ます処理は行っておりません。現状の宅地１０区画につきましては、それぞれ個別の宅内処理の地下浸透のます

を全て設置してございまして、今回の道路用地から出る雨水につきましては、雨量強度、またそこら辺を鑑みな

がら、下流の先ほどお話ししました５１８７号線町区北裏道線の側溝で十分賄えるという形でのものが出てきま

したので、そういった形での対応をさせていただいているところでございます。 

○永井泰仁委員 そうすると、この５４０９の道路側溝は、どのくらいのサイズのものを。 

○建設課長 通常この道路、６７メートルでございますので、自由勾配側溝の３００型でございます。 

○永井泰仁委員 わかりました。 

○委員長 よろしいですか。 

ほかにございますか。 

それでは、質疑を終結して自由討議を割愛して討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第２４号については、原案のとおり認めることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２４号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

そうしましたら、次へ進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２５号 平成２９年度塩尻市一般会計補正予算（第３号）中 歳出６款農林水産業費、７款商工費、８款

土木費 

○委員長 議案第２５号平成２９年度塩尻市一般会計補正予算（第３号）中、歳出６款農林水産業費、７款商工

費、８款土木費についてを議題といたします。説明を求めます。 

○森林課長 それでは、議案第２５号平成２９年度塩尻市一般会計補正予算（第３号）について御説明申し上げ

ます。別冊となっております議案第２５号の一般会計補正予算の１８、１９ページをお開きください。 

 ６款農業水産業費２項林業費１目林業総務費につきまして、１，７００万円の増額補正をお願いするものでご

ざいます。 

１９ページの説明欄をごらんください。林業被害対策事業諸経費の１つ目の黒ポツ、森林づくり推進支援金事

業委託料７００万円でございますが、これは松くい虫被害対策としての松枯損木処理経費の増大に伴いまして補

正増をお願いするものであります。今年度の松くい虫被害の状況でありますけれども、８月末現在で市内２８カ

所で被害が確認されておりまして、昨年同期と比べますと、４カ所の増加にとどまっております。一方、枯損木

処理件数は、ほぼ昨年１年間の処理件数に達しておりまして、予算も足りない状況となっております。今年度に

つきましては、市民の方や事業所からの松枯れ情報が昨年の倍のペースで市に寄せられております。このことは、
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市民の松枯れに対する意識が高まっているということを示しており、歓迎すべきことと思っておりますけれども、

これらの情報の増加に伴いまして枯損木処理経費も増大しているものでありまして、今回枯損木処理の委託料７

００万円の増額を計上するものでございます。次に、２つ目の黒ポツ、森林病虫害防止対策事業委託料１，００

０万円であります。こちらにつきましては、松くい虫被害対策の新たな取り組みといたしまして、一定区域のア

カマツを伐採しまして樹種転換をすることにより、緩衝帯を設けて被害拡大を防ごうという対策、これに係る経

費であります。松枯れを引き起こします線虫を媒介するマツノマダラカミキリ、このカミキリムシの活動域は、

主に標高８５０メートル以下とされておりますし、その飛翔距離は２キロメートルから２．５キロメートルくら

いというふうに言われております。また、被害は市北部に集中して発生しておりまして、赤城山を初めとした松

本市方面から侵入してきているというふうに見受けられるところでございます。そこで、東山山麓の山林におき

まして、標高８５０メートル以下で、かつ赤城山及び松本市境から２．５キロ以内、この区域の中のアカマツを

伐採しまして、一定区間アカマツのない山林をつくり出すことによりましてカミキリムシの自然飛翔による侵入

を防ごうという対策であります。今年度の実施予定はＦパワー事業地の周辺にあります塩尻市有林２．４ヘクタ

ール、これと小丸山グラウンド北側の山林０．９ヘクタール、合計３．３ヘクタールの整備を予定しておりまし

て、残るのは約１０ヘクタールありますけれども、来年度以降、地権者の同意を得ながら速やかに実施してまい

りたいというふうに考えております。私からは以上でございます。 

○産業政策課長 続きまして、７款商工費１項商工費３目木曽漆器振興費の説明欄、木曽漆器振興事業の地場産

センター運営補助金３００万円の増額補正でございます。こちらは、塩尻木曽地域地場産業振興センターの今後

の運営に資するため、経営計画、改修計画を策定するための費用を地場産業振興センターに補助金として交付す

るものでございます。経営計画は、まず過去１０年間分の経営分析を行います。それを踏まえまして、今後１年

間の短期的、３から５年の中期的、１０年の長期的に取り組むべきこと、改善すべきことを経営的視点かつ公益

性、収益性の両面から取りまとめまして、計画を策定いたします。この経営計画策定業務の委託料に２１６万円、

交通費に８万４，０００円を計上しており、中小企業の再生を支援します長野県の外部機関でございます長野県

中小企業再生支援協議会から紹介をされまして、今回の案件に適しました中小企業診断士に委託をする予定でご

ざいます。また、施設の改修を想定いたしまして、今後の効率的な経営を目指した改修を行うための計画策定費

用としまして７５万６，０００円を計上しております。今後の施設規模の協議していく上で必要な基礎資料とし

て複数のパターンを想定し、改修の概算費用も含めた改修計画を策定してまいります。この経営計画と修繕計画

を相乗的に、さらには木曽漆器の関係者はもとより地域の皆様の意見も聴取しながら策定することで、今後の持

続的な地場産業振興センターの運営を検討してまいるところでございます。私からの説明は以上でございます。 

○ブランド観光課長 同じく商工費５目観光費について御説明申し上げます。説明欄をお願いいたします。観光

施設整備事業、営繕修繕料につきまして、１０万５，０００円の増額をお願いするものでございます。こちらに

つきましては、高ボッチ高原ビューポイントの山岳表示板の修繕に伴うものでございます。なお、財源といたし

ましては、長野銀行の地域応援キャンペーンということで、今年度塩尻市の高ボッチの環境整備ということでキ

ャンペーンの支援をいただくことになっておりまして、そちらを活用するものでございます。私からは以上です。 

○建設課長 それでは、引き続きましてその下、８款土木費２項道路橋梁費２目道路維持費、１つ目の白丸、道

路維持改良事業、１つ目の黒ポツ、重機借上料２００万円でございます。こちらにつきましては、土砂の堆積に
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伴いまして閉塞した側溝の土砂上げを行うものでございます。特に町なかにおいて閉塞した側溝が多く、今回機

能の回復を図らせていただくものでございます。 

続きましてその下の白丸、道路維持補修事業、１つ目の黒ポツ、維持応急工事３００万円ですが、こちらにつ

きましては、市内各地区において綱蓋を含めた側溝のコンクリートの劣化が激しいところがございます。その関

係で落下及び鉄筋の露出等による危険解消のため修繕工事を行いたいものでございます。 

１枚おめくりいただきまして、２０ページ、２１ページ、３目道路新設改良費、１つ目の白丸、生活道路整備

事業２，７２０万円でございます。１つ目の黒ポツ、分筆測量等委託料９６０万円でございますが、市道桟敷公

民館東線の改良工事に伴う分筆と、こちら北熊井地籍にございます北熊井集会所周辺の隣接する現況道路と周辺

の赤線との解消を図るための分筆の費用でございます。その下、市道新設改良工事１，７６０万円でございます

が、こちらは資料を御用意いたしましたので、また道路の改良ということでございます。委員の皆様に今の市道

の御認識をいただければと思いまして資料を御用意いたしますので、ごらんいただければと思いますのでお願い

をしたいと思います。 

○委員長 これを認めます。 

説明を求めます。 

○建設課長 ６月にも補正をいただいたところでございますが、まだ市道の関係につきましては、著しく傷んで

いる部分ございます。改良工事ということで補正をお願いする部分でございます。ぜひよろしくお願いします。 

続きまして、次の白丸、幹線道路整備事業１，４４３万４，０００円でございます。 

〔「説明は」の声あり〕 

○建設課長 それでは、資料を御説明申し上げます。今回補正をさせていただきます生活道路整備事業でござい

ます。老朽化及び凍上対策ということで、７つの路線、橋梁も含めてお話をさせていただくものでございます。 

１つ目としましては、吉田五区、吉田小俣線、こちらの部分につきましては、中古車センターですかね、長者

原公園の北側の道路になります。そちらの部分、吉田五区から緊急要望ということで、劣化が激しいということ

で依頼が来ております。その部分が１の写真でございます。 

次が、原新田の吉田小学校線ということで、こちら舗装改良ということで、右の写真を載せさせていただいた

ところです。 

また、柿沢におきましては、柿沢ハンノ木沢線ということで、こちらも柿沢の区長より緊急要望ということで

いただいたものでございます。こちら写真の右、測量しているところございますが、わだち掘れ、わだちの部分

が大分へこんでおりまして、真ん中見ていただければ白いような線が入っておりますが、車両がすった跡という

ような話になっております。なかなか一緒に下がっていただければよかったんですが、残ってしまったというよ

うな道路でございます。 

続きまして、みどり湖団地１０号線でございます。みどり湖につきましては、団地内舗装改良等、下水道とも

あわせながら事業を進めているところでございますが、みどり湖団地につきましては、いまだ舗装の劣化が激し

い部分があるということで、こちらのほう、挙げさせていただいているところです。 

５番目、高ボッチ線でございます。こちらも高ボッチ線、頂上付近になります。上っている部分ですが、両側

の車道部がへこんでいるという中で、真ん中で車両がすっているというところでございます。 
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あと上西条につきましては、こちら木橋でございます。場所的にいいますと、上西条のみどり湖の駅の南側の

ほうのちょっと余り車は走らないんですけれど、木橋が大分傷んでおります。こちらにつきましては、もう劣化

が激しいため、早急な対応が必要ということになってございます。 

下小曽部につきましては、下小曽部の北原線ということで、後ろのほうに地図がございますので、またそちら

のほうを見ていただければ、そちらの場所になりますので、御確認いただければと思います。こちらも木橋につ

きましては、劣化が激しいところが部分的にあれば、また通行に支障があるということで、対応していきたいと

いうことで、今回１，７６０万円というものでございます。資料の説明につきましては、以上でございます。大

変申しわけございませんでした。 

続きまして、次の白丸、幹線道路整備事業費１，４４３万４，０００円の１つ目の黒ポツ、測量設計調査委託

料３８０万円でございますが、こちら新体育館建設に伴いまして高校北通線、中央スポーツ公園から西のほうに

向かいまして、立体をおりていった部分になります。その部分におきまして右折レーン設置のための測量設計を

行うものでございます。近隣において区画整理事業、進んでいる中、区画整理事業の換地設計等の時期と合わせ

る中で、こちら右折レーンに伴いまして用地が必要となる可能性もあるものですから、そちらのほうの対応とあ

わせて今回補正をさせていただくものでございます。次の黒ポツ、市道新設改良工事でございますが、市道野村

大門線、通称高原通りでございますが、その部分と歯科大から東に行きます市道南熊井郷原線の交差点部分、ち

ょうど中華料理屋さんがある高原通りとのぶつかったところでございますが、その北側部分において一部用地取

得がされた部分、また今後用地取得ができる部分がございまして、その部分について、北側日立建機周辺の用地

確保ということでございますが、その２カ所について待避所的な工事を行わさせていただくというものでござい

ます。 

次の関連しまして黒ポツ、用地取得費の関係と合わせる中での用地取得に伴って、その部分の工事を行うとい

うものでございます。用地取得費用６８７万４，０００円でございますが、その工事の箇所の用地取得でござい

まして、すでに中華料理屋さんの西側の部分の住宅が今２棟建っております。その手前の道路部分につきまして

は、公社によりまして先行取得をしていただいたものでございます。その部分の工事も今回行わさせていただく

とともに、その中華料理屋さんの北側のところにつきましても、用地取得一部できるということができましたの

で、そこら辺もあわせて取得をさせていただき、工事もあわせて行わせていただくというものでございます。 

次の白丸、歩道整備事業２，２８０万円でございます。こちら、１つ目の測量設計調査委託料７８０万円でご

ざいます。こちら、吉田地籍の市道八幡池東線、こちらちょうど今、エプソンの９号棟が建設されております南

側の道路でございます。そちらの部分の歩道整備を行うための測量設計を行わさせていただくというものでござ

います。続きまして次の黒ポツ、市道新設改良工事１，５００万円でございますが、こちらにつきましては、エ

プソン広丘事業所敷地内を流れております水路、太田堰がございます。１つ目は、イノベーションセンター東側

の水路関係と現在建設中の９号館の脇を流れております水路がエプソンへ払い下げられることに伴いまして、そ

の水路に流れております道路排水を切り回させていただくという工事を実施するものでございます。箇所的には

３カ所を現在予定をしてございます。 

続きまして次の白丸、道路施設長寿命化改修事業１，８６５万７，０００円でございますが、こちら１つ目の

測量設計調査委託料８７０万円でございます。こちらにつきましては、当市への防災安全社会資本整備事業交付
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金の関係につきまして、今回内示額以下で予算化しておりましたが、内示額まで使わさせていただきまして、９

橋、橋梁の点検を実施させていただき、橋梁点検の進捗を図らせていただくものでございます。 

それと、今後の道路補修の対応としまして、起債事業、公共施設等適正管理推進事業（仮称）でございます。

長寿命化事業（道路）というものがございます。そういったものを活用を図るべく、社会基盤施設（道路）、個別

施設計画の作成をさせていただきたいというものでございます。 

ちょっと今言ったことの詳細の説明をさせていただきますが、現在平成２９年度におきまして、国において公

共施設、雑駁に言いますと、道路の長寿命化計画を立てますと、修繕に対しましても起債として交付税措置して

いただけるというものができました。そのために、今回その個別施設計画を立てるという形で来年度以降、そう

いった道路の補修に対しましても起債の対象で交付税措置３０％ございますが、そういったものを活用するべく、

今回計画を作成させていただくというものでございます。 

また、次の市道新設改良工事につきましては、平沢の朝日橋の補修工事、橋面工事でございます。橋面の補修

工事を行って事業の進捗を図るためのものでございます。 

ここで１つ、説明漏れがございましたので、もう１点追加でお話しさせていただきますが、先ほどエプソン広

丘事業所敷地内の水路の切りかえの関係１，５００万円でございますが、こちらにつきましては、歳入の関係、

補正予算１２ページ、１３ページをごらんいただければと思いますが、こちら土木費雑入ということで、排水路

整備負担金１，５００万円でございます。こちら、エプソンより負担金としていただき、市において実施をする

というものでございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。以上でございます。私からは以上です。 

○都市計画課長 私からは４項都市計画費４目駅施設維持費、白丸、駅舎等維持管理諸経費、営繕修繕料３８万

３，０００円の増額補正でございます。これにつきましては、落雷により広丘駅東口の駐輪場に設置しておりま

す防犯カメラのハブ、ネットワーク機器でございますが、そのハブと、同じく広丘駅東口ロータリーに設置して

ある電波時計の電波受信機部分が故障したため、修繕を行うものでございます。説明は以上です。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、委員より質問、御意見ありますか。 

じゃあ、済みません。ほかの委員に先んじて済みませんが、森林被害対策事業諸経費ですか、１９ページ。緩

衝帯ということだったんですが、ちょっと聞き漏らしたんですが、Ｆパワーのところ、どのぐらいの幅でやるの

かということと、それからこれは実際急がないといけない理由もあったと思うんですが、その辺含めてお願いし

ます。 

○森林課長 まずですね、市有林の範囲といいますか、位置になりますが、Ｆパワー事業用地、征矢野ウッドパ

ワー、ウッドパークの周辺にですね、塩尻市市有林として約２．６ヘクタールあります。ちょうど周囲を囲むよ

うなあんばいで市有林があります。さらに地元北熊井区でですね、集約化の森林整備ということで、こちらのほ

うも３年ほど前から小口の所有者の同意を皆さんからいただいて、整備する範囲を大きくとって、そこで森林整

備を進めていくという中でも、アカマツについては全て伐採していくという今回と同じような方法がとられてお

ります。その効果をさらに上げるためにも、今回緩衝帯をという中では、まずウッドパワー、ウッドパークのＦ

パワー用地のところ、地権者の同意という点では塩尻市が地権者ですので、同意はすぐとれるという中で、ここ

と、あとはですね、小丸山のグラウンドのところをですね、地権者の数では１０人程度ですので説明し、ここか
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ら取り掛かろうということでございます。 

この対策の効果といいますか、その点でありますけれども、カミキリムシが自然に飛翔する距離を超える範囲

でアカマツをなくすということで、自然飛翔、自力で飛んで侵入してくるのを防ぐというのが１点。さらに、カ

ミキリムシ自体は弱ったアカマツや枯れたアカマツに産卵して繁殖します。という中で、ある一定の区域のその

部分でアカマツをなくすということ、こういうことが相応の効果を生むのだろうというふうに見込んでおります。

以上でございます。 

○委員長 ２．４ヘクタールという非常に大きいんですが、縦何メートルで横何メートルくらいかって、２．４

ヘクタール。１ヘクタール１００、１００メートルなんで、Ｆパワーの要はね、横幅で切るのか、高ボッチ方面

にはどのぐらいのところまでアカマツ間引くのか、まだあれですかね。積算とか。 

○森林資源活用係長 今回お願いしました緩衝帯の整備の規模ですけれども、まず征矢野ウッドパーク、上って

いっていただきますと、両側に道がございます。まず北側でいいますと沢との間、約３０メートルぐらいの間に

松が自生しております。今度南側に行きますと、ちょっと正確な数字はわからないんですけども、大体５０メー

トルから８０メートルぐらいまでがパークから南側、市有林になっておりますので、そちらの幅で、東西の線に

おきましては、約ウッドパワーの敷地の通り沿いだということで整備させていただきます。 

○委員長 わかりました。ありがとうございます。ほかの委員より。 

○丸山寿子委員 済みません。あわせて今のところでちょっと確認でお願いしたいんですが、赤城山はかなり本

当にみんなはらはらしていて、吉田も片丘もですけど、ただたまたま地籍が松本市なのでっていうところだった

んですけど、ちょっとそこまで今の現状と、それから赤城山に対して、自分のところの市ではないので、その辺

どういうふうに先方とね、話をしたのかとか、ちょっとその辺について確認の意味でお聞きをしたいと思います。 

○森林資源活用係長 赤城山、御存じのとおりもうすでに真っ赤っかの状態であります。あそこ、地籍でいいま

すと松本地籍になりまして、松本市のほうに確認したところ、６月の時点で調査した枯損木につきましては、こ

の９月いっぱいで全伐をするといったことで、その周辺の木におきましても可能な範囲で枯損木を切っていくと

いうお話を聞いています。１０月になりまして、まだ赤い木が残っているようでしたら、松本市さんのほうの担

当部と直接お話をしましてですね、両市で切っていこうといった今調整で進んでおります。 

○丸山寿子委員 本当にぜひ松本もずいぶん迫ってくる、その危機感でね、今回事業をやっていくわけですけど、

いい連携をとってやっていただくようにお願いしたいと思います。 

○委員長 要望でよろしいですか。 

○篠原敏宏委員 その関連でお願いします。この集約化山林と今の市有林の対策は本当に急がれるし、私は有効

だと思っております。それで、切った木は、あとどうしますか。まだこれは被害木ではない、確認していない段

階でこれをやるっていう認識でよろしいですか。 

○森林課長 被害木の伐倒ということではなく、健全なうちに樹種転換を図るという目的で、あわせて緩衝帯を

整備、また繁殖の温床となるアカマツ自体をなくしていくというような観点で行う事業でございます。 

○篠原敏宏委員 だとすると、切った木は有効活用ができるっていう認識でいいわけですよね。だとすると、ウ

ッドパークへ持ち込む、あと板材に活用する、要はウッドパークのＦパワーで活用していくっていうことにはな

らないわけですか。 
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○森林資源活用係長 今回の整備で伐採したアカマツにおきましては、森林経営計画外ということですので、ウ

ッドパーク等には持ち込めません。小丸山につきましては、一部個人の財産でもありますので、今回市有林の材

も含めましてチップ用材として売却し、その売却したお金で次の苗木を買っていくといった計画で今進んでいま

す。 

○篠原敏宏委員 わかりました。すぐ隣でやるので、一番効率がいいかなっていうのは、素人目にはね、そう思

いますが、これは制度的にもしょうがないかなということなんですが、チップ材にして売るっていうのは、市が

その事業主体で行うということでよろしいです。 

○森林資源活用係長 施業自体は松本広域森林組合にお願いする形になると思います。チップ材としての売却の

先からは松本広域森林組合にお任せといった形で予定しております。 

○篠原敏宏委員 更新する樹種は何ですか。 

○森林資源活用係長 小丸山につきましては、地権者の方々の要望でナラ類の樹木がいいというふうに聞いてお

りますので、小丸山のほうは今のところナラを植えていく予定です。 

市有林につきましては、一応、近辺で集約化も行われておりまして、主にカラマツが植えられていますので、

カラマツなりヒノキ、そこの標高に合った樹木を植栽していくといった考えでございます。 

○篠原敏宏委員 カラマツっていうのは前少し聞いたので、これどうかなと。今ヒノキとカラマツは値段も均衡

してきていて、ヒノキがそんなに伸びていなくてカラマツがかなり合ってきているというふうにも聞いています

のでどうかということですが、あまり後々のことを考えると、どうかなという気もいたします。そのあたりは、

今ここでどうのこうのでは多分ないと思いますが、せっかく樹種転換をするなら、広葉樹林帯にしていくとかっ

て大きな目で片丘の山、高ボッチの山を変えていくっていうような目線をぜひ持ってもらってですね、そういう

大きい計画をぜひ、この際立てていただきたいなと、これは要望にさせていただきます。 

○委員長 要望だそうですので、よろしくお願いします。ほかに。 

○柴田博委員 地場産センターの運営補助金の関係ですけれども、今後１０年間ぐらいの経営計画をつくるため

のものということですが、その間には市に無償譲渡されることになると思うんですが、そのこととの関係はどう

いうふうになるんです。 

○産業政策課長 今、協議をいただいておりますけれども、市にですね、無償譲渡で市が資産を受けた場合、そ

ういったことも想定しまして計画のほうは策定をしてまいります。 

○柴田博委員 計画をつくるのは、今の地場産センターがつくるんですよね。委託にするにしても、つくる主体

は地場産センターが市に無償譲渡した後のことまで自分でそこで考えてつくるということですか。 

○産業政策課長 今回の計画につきましては、地場産センターのほうから中小企業診断士に委託をしましてつく

りますが、当然私ども地場産センターからですね、市に施設建物を受けてほしいという要望をちょうだいしてお

りますので、そこに鑑みまして地場産センターが今回の計画は策定するというような形にはなります。 

○柴田博委員 無償譲渡した後の自分のものでなくなった施設を使って地場産センターがこれから１０年間ど

うやってやっていくかという、そういう計画ということですか。 

○産業政策課長 当然ですね、今の想定ですと、地場産センター、今度は一般財団法人塩尻木曽地域地場産業振

興センターが今いわゆる運営であったり経営を担っていますので、そこの財団の当然あり方も考えていきますけ
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れども、そこがやはり持続して経営できる、そういうような視点も含めた策定になってまいります。 

○柴田博委員 何か無償譲渡された後のことについては、今の地場産センターは考えても余り意味がないような

気がするんですが、市がどういうふうに運営していくかっていうのを決めていくわけでしょ、これから。その辺

については、市もかかわっていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですが。 

○産業政策課長 説明足らずで申しわけございません。地場産センターへ全てをお任せするのではなくですね、

契約は地場産センターが発注をいたしますけれども、当然策定に関しましては市が大きく関与をして、市とも意

見を交わりながら策定を進めてまいります。 

○副市長 ちょっと整理をさせていただきたいんですが、一般質問でもございましたとおり、地場産センターの

これからについては幾つか形が考えられるっていうふうに思っています。ただ、厳然として今の土地建物があっ

てですね、これは一般財団法人のものです。それから今現に一般財団法人で運営もやっているという現状の中か

ら、きちんと分けて考えますとですね、まず土地建物はどうするか。これは誰かが受け継がなくちゃいけない。

誰かが受け継いで、いわゆる改修を図るなり、あるいは壊すなり、何らかの形をしなくちゃいかんということで

すから、それはまずこれは市が受けるほかないんだろうというふうに今のところは思っております。 

次に、じゃあ受けたときに、壊すんならそれで終わりなんですけども、その建物を改修して、じゃあ次の誰か

に経営を渡していくということになると、当然市は直接経営はできませんから、現実には何らかの経営主体をつ

くっていかなくちゃいけない。考えられるのは、今の地場産センターを相当その部分、人材からいろんな意味で

てこ入れをきちっとしてですね、地場産センターがいわゆる財団法人として自立ができるような体制をとってい

くっていうことが１つ。 

それからもう１つは、地場産センターを解散させてですね、新たな経営主体をつくり上げる。これは、例えば

振興公社とか、あるいは違うところと合併も含めてですね、そういうことが考え得る。それから全く売却をして

しまう。土地建物を売却して、どなたかの民間なら民間のその資本でやらせる。そんなような形態が考え得る全

てだというふうに思います。 

ただ、その地場産センターが今厳然として運営をしているもんですから、解散をするまでは地場産センター、

一般財団法人は、これは責任でやってもらわなくちゃいかん。市が今、財産もらったわけでもないし、引き継ぐ

よと言ったわけでも、まだ決定したわけでもありませんので、市がこの経営計画をつくる立場にはないだろうと。

ですから、この経営計画をつくっていくんであれば、やっぱり今運営をしている財団法人がみずからの経営の改

善あるいは場合によったら解散も含めて、どういうふうにあるべきかということをしっかり研究をしてもらって、

あるいは計画を立ててもらって、当然今、課長が申し上げるとおり市の絡みはそういうのがある。そういうこと

を見通した上でですね、議会と御相談を申し上げながら、じゃあ土地建物は本当に市へ返していいのかどうなの

か。あるいは経営体としてふさわしいのはどうなるということをですね、きちんと出して、テーブルの上に上げ

て御議論をいただくと、こういうことでございますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○委員長 よろしいですか。 

○永井泰仁委員 ちょっと都市計画の課長にお伺いしたいけれども、落雷だということでね、当然カメラ、時計

は直さなきゃならないと思うんですが、こういうものは、保険に入っているとか、そういう対応っていうのは今

までなかったわけですか。 
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○都市計画課長 市の公共施設あるいは設備につきまして、委員さん今おっしゃられたとおり、保険に入ってい

るものもございます。ただ今回のものにつきましては、入っていなかったということです。というのが、防犯カ

メラ本体じゃなくて、そこからの接続機器であったり、電波時計も本体じゃなくて、その電波受信の部分であっ

たりというようなことで入っていなかったと思われます。ですが、今回このように、その２件だけでも３８万円

も修繕費に要さなければならないという状況でございますので、ちょっとそこら辺につきましては今後ですね、

他の市の設備等、状況を見ながら、保険に入るということを含めて検討してまいりたいと思います。 

○永井泰仁委員 おっしゃるとおり結構これから落雷の関係でね、いろんなところでも被害が出ているし、当然

この公共的な中のこういったものもですね、できればまた保険会社等々ですね、いろいろまた研究してもらって、

少しでもまた保険でね、対応できるようなことも検討をしてもらいたいと思います。要望でいいです。 

○委員長 よろしいですか、ほかの委員のほうからは。 

それでは、質疑を終結して、自由討議を割愛し、討論を行います。ありませんか。 

ないので、採決を行います。議案第２５号については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２５号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

それでは、１０分間休憩をいたします。 

午後 ２時１８分 休憩 

――――――――――― 

午後 ２時２６分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。 

○産業政策課長 先ほど丸山委員から御質問をちょうだいいたしました大門駐車場の駐車割合について、まず申

し上げます。説明で年間約４１万台の利用があるということを申し上げましたけれども、いわゆる一般的な利用

になりますが、割合で申し上げますと約３１％、特別駐車の割合でございますけれども、約６９％になっている

状況でございます。 

あと、続きましてですね、塩尻駅駐車場も大門駐車場同様にですね、飲食店等利用しやすいよう３０分以上無

料にしたらどうかという質問に関しましてですけれども、それぞれの駐車場の目的、条例で定めてございます。

大門駐車場が中心市街地の活性化を図ることが大きな目的、それに対しまして駅前広場はですね、駅前の通行の

安全及び円滑を図ることを目的ということで、駅前駐車場の利用者の多くがですね、駅に送迎に来るための人の

駐車場であるということが理由となりまして、商業の利用とすることは難しいんですが、現状申し上げますと、

大門駐車場は機械によりスタンプをつくことでサービスをしておりますが、塩尻駅前駐車場はですね、事業者が

回数券を購入しまして、それを来たお客様に配って駐車場の割引措置をしているということでございますので、

そんなような制度をうまく活用しながら、駅前の周辺の飲食店の利用者が駅前の駐車場を使えるようにとＰＲも

してまいっていきたいと考えております。私からは以上でございます。 

○委員長 わかりました。 

○丸山寿子委員 確かに駅前は、どういう利用者がっていうことは確かに違うとは思いますが、駅前もやはりそ

ういうお店がないと駅を利用する人ですとかにも、とても塩尻駅の周辺は不便だということにもまたなると思い
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ます。それで、駅前の開発のことで、コア塩尻からとか、例えばやはり駅前にそのまま残ったような店舗も何店

かあって、やはり駅前の利便性も考えるとお店も継続してほしいというようなことがあります。それで、プラス

になるような駐車券の、あれは何分間だったかちょっと忘れたんですけど、少し延長できるようなのを配ってい

る店舗も以前はちょっとあったとは思うんですが、なかなかそういったことを利用すれば駅前も活用しやすいっ

ていうようなことが、もう全く浸透されていないというふうに思いますので、今そういうお話ありましたので、

そのことも含めてね、やはりもう少しＰＲをしていただけたらと思いますし、ちょっとまたさまざまな内容とい

うか、実情もちょっとまた調べていただけたらというふうに思います。 

○委員長 要望でよろしいですか。答弁求めます。 

○産業政策課長 今、委員御指摘いただきました点もですね、含めまして、私ども本当に駅前、にぎやかになる

ことが一番の望みでございますので、駐車場の利用を通じまして駅前にもにぎわい創出できるように努めてまい

ります。以上です。 

○委員長 よろしいですか、丸山委員。 

それでは、引き続き審査を進めます。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２９号 平成２９年度塩尻市水道事業会計補正予算（第１号） 

○委員長 議案第２９号平成２９年度塩尻市水道事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

○経営管理課長 それでは、別冊の平成２９年度塩尻市水道事業会計補正予算（第１号）をお願いいたします。 

第２条の業務の予定量でございますけれども、配水施設整備事業につきましては、無電柱化推進関連工事、国

道１９号及び広丘東通線の拡張工事に伴い７，８００万円を増額し、２億１，４７５万１，０００円。 

○委員長 着座で構いません。 

○経営管理課長 ありがとうございます。着座で失礼します。 

次に、第３条の収益的収入及び支出につきましては、収入では水道事業収益を８６８万３，０００円増額して

１８億５，９９９万７，０００円に、支出では水道事業費用を６５１万３，０００円増額して１６億３，６３１

万７，０００円にするものでございます。 

次に、第４条の資本的収入及び支出につきましては、収入では資本的収入を１億１３８万９，０００円増額し

て１４億４，１６０万４，０００円に、ページをめくっていただきまして、２ページになりますけれども、支出

では資本的支出を１億１，７１０万円増額して２２億５，２０７万２，０００円にするものでございます。 

ページを戻っていただきまして、この補正によりですね、第４条の本文中の括弧書きに記載してあります不足

額に対する補塡財源の内訳を改正するものでございます。資本的収入額が資本的支出額に対して不足７億９，４

７５万７，０００円を８億１，０４６万８，０００円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的支出調整額１億

２，５２２万１，０００円を１億３，３４２万２，０００円に、繰越利益剰余金処分額４，０２５万９，０００

円を４，７７６万９，０００円にするものでございます。 

続きまして、次のページをお願いします。第５条の企業債につきましては、建設改良工事の補正により、その

財源である企業債の借入限度額を９，５００万円増額して、補正前の１２億８，４００万円から１３億７，９０

０万円にするものでございます。 
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次に、第６条の利益剰余金の処分につきましては、第４条の補塡財源の増額することに伴い、あらかじめ補塡

財源に充てることを定めた予算第１０条の繰越利益剰余金の処分額を７５１万円増額して４，７７６万９，００

０円とするものでございます。 

次に、第７条といたしまして、第１２条に債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額を定めるもの

でございます。７ページ、８ページに調書がありますので、あわせてごらんください。内容につきましては、郵

便料の改訂に伴いまして、水道料金等徴収業務委託料に係る平成３０年度から３３年度までの限度額を５３８万

３，０００円とするものでございます。 

続きまして、１２ページをお願いいたします。説明明細書になりますが、それぞれの課長のほうから説明させ

ていただきます。収益的収入及び支出の３条予算でございます。１１款水道事業収益２項営業外収益５目消費税

還付金の８６８万３，０００円の増額につきましては、今回の補正により配水施設整備事業の増額などにより、

事業者として先払いする消費税がふえることにより還付される予定額がさらにふえるため、補正をするものでご

ざいます。ちょっとわかりにくいので、ちょっと補足説明をさせていただきますが、事業者の消費税につきまし

ては、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた差額を消費税として納税するものですけれども、平成２

９年度の水道事業の消費税につきましては、水道料金等で売り上げにより預かった消費税よりも水道の維持工事

等による支払った消費税のほうが多くなるため、消費税の還付となっております。私のほうからは以上でござい

ます。 

○上水道課長 それでは、１３ページをお願いいたします。ここからは、収益的収入及び支出の支出となります。 

２１款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費のうち２３節修繕費をお願いいたします。５４０万円を

増額のお願いをするものですけれども、これにつきましては、各浄水場に係ります機器等の緊急修繕の増額をお

願いするものです。主な修理としまして、床尾浄水場で導水路漏水修理、また水位計の交換、上西条浄水場で排

泥弁の配管の修繕、また真空ポンプ、またサンプリングポンプ等の修繕、小曽部浄水場でバッテリーの交換等と

なっております。私からは以上です。 

○経営管理課長 次に、その下の４目業務費の委託料の１１１万３，０００円の増額につきましては、本年６月

１日付で郵便料金の改定に伴い、ことし４月１日から民間委託を行った水道料金等徴収業務委託料の６月から来

年３月までの１０カ月分の郵便料金に係る費用の増額をするものでございます。 

続きまして１４ページ、お願いいたします。３１款資本的収入１項企業債１目企業債の９，５００万円の増額

につきましては、今回の配水施設整備に係る工事費の財源として企業債の借り入れを増額をするものでございま

す。 

次に、その下の３項負担金１目他会計負担金の４２５万９，０００円の増額につきましては、消火栓３基の新

設更新工事に係る一般会計からの負担金の増額に伴い補正するものでございます。 

次に、その下の３目建設工事負担金の２１３万円の増額につきましては、土地区画整理事業関連の配水管布設

工事に伴う負担金の補正をするものでございます。私からは以上です。 

○上水道課長 それでは、１５ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の支出となります。 

４１款資本的支出１項建設改良費２目配水施設費２０節委託料１，０００万円の増額をお願いするものです。

これにつきましては、国道１９号平出歴史公園交差点の国道横断箇所で配水管口径２００の漏水が年度末に発見
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されまして、現在ストップしてある状況ですけれども、この国道部分の推進工事の調査、また設計費の増額をお

願いするものです。 

続きまして、２６節工事請負費７，８００万円をお願いするものです。これにつきましては、県道の塩尻停車

場線、大門地区になりますけれども、無電柱化推進工事に伴います配水管の布設工事１５０メートル、また都市

計画道路広丘東通線道路改良関連といたしまして、高出地区センターから北側へ排水管を両側の歩道に３２０メ

ートル布設する工事です。また、国道１９号の九里巾拡幅関連といたしまして、佐川急便から南側へ配水管の布

設２５０メートルをお願いするものです。 

続きまして、３目浄水施設費２６節工事請負費２，３１０万円をお願いいたします。浄水施設整備事業といた

しまして、機器等の故障によります上西条三嶽送水ポンプの電動弁、片丘林工配水池水系また勝弦中継ポンプ場

水系の更新工事、また送水施設整備事業といたしまして、上西条の浄水場からみどり湖中継場への送水管がござ

いますけれども、ＪＲの横断箇所で漏水がやはり発見されまして、現在とまっている状況であります。これの復

旧ということで、送水管２３０メートルの工事費の増額をお願いするものです。 

続きまして、４目受託建設費２６節工事請負費６００万円の増額をお願いするものですけれども、これにつき

ましては、塩尻駅北土地区画整理事業に伴います配水管布設５０メートルと消防防災からの依頼によります消火

栓の新設更新３基の増額をお願いするものです。説明は以上となります。 

○経営管理課長 続きまして、ページ戻りまして、９ページをお願いいたします。塩尻市水道事業予定損益計算

書になります。こちらの計算書につきましては３条予算に係る計算書で、税抜きで記載をしております。 

○委員長 もう少しマイクを近づけていただくとありがたいです。 

○経営管理課長 済みません。今回の補正により、変更のあった主な部分のみ申し上げますのでお願いいたしま

す。変更のあったものは、２の営業費用の部分のみでございまして、（１）の原水及び浄水費は修繕の補正により

５００万円増額して４億３７６万円に、その２つ下の（４）業務費は委託料の補正により１０３万１，０００円

増額して１億５，３９９万４，０００円となります。 

この結果、２の営業費用の合計が、中ほどの金額になりますが、６０１万１，０００円増額の１４億６，１７

３万７，０００円に、その下の営業損失は同じく６０１万１，０００円の増額の２，９１５万４，０００円とな

ります。 

また、これにより中ほどの経常利益及び下から４行目の当年度純利益、一番下の当年度未処分利益剰余金は、

ともに６０３万１，０００円の減額となりまして、経常利益は９，０５３万５，０００円に、当年度純利益は９，

０２５万８，０００円に、本年度未処分利益剰余金は３億２，１４９万円となります。説明は以上でございます。

よろしくお願いします。 

○委員長 それでは、委員より御質問ございますか。 

ないようでしたら、永井委員、いいですかね。 

○永井泰仁委員 １４ページの企業債の９，５００万円でしたっけね、これはどこから借りて、利率というよう

なものはどのくらいになっていますか。 

○経営管理課長 係長のほうから答弁させていただきます。 

○総務係長 今回の上水道事業債につきましては、借りるところは、計画上は地方公共団体金融機構からお借り
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する予定でおります。 

利率につきましては、今のところ確定ではございませんけれども、３％以内ということでやっておりますが、

実際のところは昨年の決算とあんまり変わりない利率となりますので、償還年数にもよりますけれども、０．６％

前後となると思います。以上です。 

○永井泰仁委員 それからもう１点でございますのは、１５ページのですね、工事請負費の広丘東通線の高出の

部分の配管ですか、３１０メートル、これは本管はどのくらいの口径のものを布設する予定ですか。 

○上水道課長 １５０の口径になります。 

○永井泰仁委員 そうすると、これはやがてはね、北のほうへ行って野村桔梗ヶ原地区の区画整理やなんかをや

ることになると思うんですが、これは１５０でずっと野村の上の段まで持っていくという、そういうことも計算

してやっていますか。 

○上水道課長 今回は拡幅に合わせて入れているものですので、今後の中で、都市計画道路で広がってきてです

ね、また例えばですけども、住宅が張りついていく部分がございますればそこに入れていくということで、状況

を見ながらという形になるかと思います。 

○永井泰仁委員 これは部長にもお尋ねするけど、高出が１５０だとすればですね、野村桔梗ヶ原、工業系の区

画整理だと、約１３ヘクタールですが、これはまた今後は、どういう形でこの地域へ配水量をふえるような形で

考えているかお伺いしたいですが。 

○水道事業部長 野村桔梗ヶ原のほうの関連につきましては、今、上西条のほうからちょうどカインズを過ぎま

して２つ目の交差点のところまで今、上西条水系が行っておりまして、彦一さんの所ですねそこまでが行ってお

ります。その上流側のちょうどアップルランドの裏に減圧弁がございまして、今そちらの減圧弁がちょっと不調

でございますので、そちらも調整しながら、今度水圧を調整してからまた下流のほうへ延ばしていくというよう

な形での上西条水系をふやすような対応での今、考えてございますので、それも踏まえての管の口径の布設とい

うような形となりますので、そこら辺も調整しながら考えていきたいと思います。 

○永井泰仁委員 そうですか。わかりました。いいです。 

○委員長 ほかにございますか。 

それでは質疑を終結して、自由討議を割愛して討論を行います。ありませんか。 

ないので、採決を行います。議案第２９号については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２９号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。次に進

みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第３０号 平成２９年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第１号） 

○委員長 議案第３０号平成２９年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。説明を求

めます。着座でどうぞ。 

○経営管理課長 ありがとうございます。別冊の議案第３０号補正（第１号）をお願いいたします。 

まず、第２条の業務量でございますけれども、塩尻市浄化センター第１期長寿命化事業につきましては、国庫
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補助金の内定に伴い５，７４０万円を増額して３億８，７８０万円に定めるものでございます。 

次に、第３条の収益的収入及び支出の補正につきましては、支出では下水道事業費用を６４８万４，０００円

減額して２６億５，３５５万２，０００円に補正するものでございます。 

次に、第４条の資本的収入及び支出の補正につきましては、収入では資本的収入を１億１，０１７万円増額し

て１４億１，３８５万５，０００円に、ページをめくっていただきまして、２ページになりますが、支出では資

本的支出を１億１，８１０万円増額して２３億４，３３９万３，０００円にするものでございます。 

ページを戻っていただきまして、この補正によりまして４条の本文中の括弧内に記載してあります不足額に対

する補塡財源の内訳を補正するものでございまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する９億２，１

６０万８，０００円を９億２，９５３万８，０００円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的支出調整額２，

１３７万６，０００円を２，７８６万円に、当年度分損益勘定留保資金５億６，２４２万円を５億６，３８６万

６，０００円にするものでございます。 

続きまして、次のページをお願いします。次に第５条、債務負担行為につきましては、塩尻市浄化センター第

１期長寿命化事業の補正に伴い浄化センター改築委託料に係る平成３０年度の限度額を１億２，１００万円とす

る債務負担行為を加えるものでございます。 

次に、第３条の企業債につきましては、長寿命化事業及び汚水管路整備事業の補正により、その財源である企

業債の借入限度額を７，９６０万円増額して、補正前の６億８，３３０万円から７億６，２９０万円とするもの

でございます。 

続きまして、１２ページをお願いいたします。説明明細書になります。資本的収入及び支出、３条予算でござ

います。２１款下水道事業費用２項営業外費用３目消費税の６４８万４，０００円の減額につきましては、今回

の補正する長寿命化事業汚水管路整備事業の増額などにより、事業者として先払いする消費税がふえることによ

り事業者の消費税の納付する税額が減るため、補正するものでございます。以上でございます。 

○下水道課長 それでは、１３ページをお願いをいたします。資本的収入及び支出のうち収入でございます。３

１款資本的収入１項１目企業債につきましては、補助事業の増額内示及び関連する各事業の増額に伴いまして、

借入金７，９６０万円を増額するものでございます。 

その下の４項補助金２目国庫補助金につきましては、補助事業の増額内示により３，０５７万円を増額するも

のでございます。 

１４ページをお開きください。資本的収入及び支出のうち支出でございます。４１款資本的支出１項建設改良

費１目公共下水道事業管渠施設費２０委託料につきましては、開発計画に伴いまして事業計画の変更認可が必要

となることから３７０万円の増額をお願いをするものでございます。その下の２６工事請負費５，７００万円に

つきましては、都市計画道路広丘東通線高出地区道路改良工事に合わせまして、高出地区センター前から北側へ

汚水管３２０メートルを布設するものでございます。また、国道１９号拡幅改良工事に合わせまして、佐川急便

前から南側へ汚水管を２５０メートル布設するために増額をお願いするものでございます。 

その下の３目２０委託料につきましては、補助事業の第１期長寿命化事業の増額内示によるもので、機械棟、

管理棟の長寿命化の推進を図るため、５，７４０万円の増額をお願いするものでございます。私からは以上でご

ざいます。 
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○経営管理課長 続きまして、ページ戻りまして９ページをお願いいたします。予定損益計算書になります。損

益計算書は３条予算に係る計算書でございまして、税抜きで記載してあります。今回の補正による損益計算書に

係る変更はございませんでしたので、計算書の変更もありません。説明は以上でございます。よろしくお願いし

ます。 

○委員長 それでは、委員より質問ございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、質疑を終結をいたしまして、自由討議を割愛して討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３０号については、原案のとおり認めることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３０号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

その他 

○委員長 審査については以上になりますが、ほかに委員から何かございますか。 

○副委員長 私のほうから全国森林環境税の創設に関する意見書を提出したいために、審議をお願いしたいと思

います。 

○委員長 今、中野委員から申し出がありましたので、意見書（案）について、資料の配付をお願いし説明を。 

○柴田博委員 委員会で意見書等を出すときは、事前に議員提案として議案が提案されなければいけないんじゃ

ないんです。 

○委員長 今ので提案という扱いにしたいと思いますが。 

○柴田博委員 この場で。事前に提案じゃないの。いいの、今で。 

○委員長 一応、事務局には確認をして。 

議案として提案をして、意見書はまた別でやると思うんですけど。今そういうことをおっしゃっているんです

よね。 

○柴田博委員 事前に議員提案でこういう意見書を出したいんだけどということで議運かどこかに提案しない

でいいの。 

○委員長 じゃあ、ちょっと次長から見解を聞いて。 

○議会事務局次長 議員提案、個人っていいますかね、議員の立場として出す議員提案と、もう１つ委員会とし

て出せる委員会提案っていうのが今、自治法上の中で認められておりますので、今の副委員長の御発言は委員会

として出したいということで、まずこの場でもって委員会として出すか出さないかということをやられるという

ことだもんですから、事前にこの委員会として提案していくかどうかっていうのをこの場で議論していただいて、

委員会提案として出すのであれば委員長名でもってこの産業建設の委員会として提案していく。それと、もう１

つの方法は、先ほど言いましたように議員提案として出していただいて、提案者と賛同者とつけて出す従来の方

法と、その２つありますんで、ここは委員会提案として出すか出さないかということだと思います。 
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○委員長 それでは、自治法上の１２分の１以上の提案ということで、今回は委員会へ中野委員から出すという

ことですよね。そういう確認でいいです、次長。いいですかね。 

わかりました。じゃあ、まず配付して説明を受けてから、また議論していただければと思いますので。 

じゃあ、配付をお願いします。 

それでは、提案者より説明をお願いいたします。 

○副委員長 ただいま全国森林環境税の創設に関する意見書（案）をお配りをいたしました。御案内のとおり森

林づくり県民税というものがございまして、切り捨て間伐への補助が４割程度というようなこともございますが、

いずれにしても県の森林税につきましては９月議会で方向性を出したいという知事の意向がございます。しかし、

今回提案する意見書の中身につきましては全国の森林環境税という位置づけでありまして、意見書（案）の骨子

について若干時間もございますので、骨子の部分について朗読をして説明にかえさせていただきます。 

森林が多く所在する山村地域の市町村においては、２行ほど飛びまして、森林吸収源対策及び担い手の育成と

山村対策に主体的に取り組むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足しています。山村地域の市町村における

森林吸収源対策の推進や安定した雇用の場の確保などの取り組みは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や

地方創生等にもつながるものであり、そのための市町村の財源の強化は喫緊の課題です。 

そこで、次の事項について実現を求めるものであります。森林・林業・山村対策の抜本的強化を図るための「全

国森林環境税」の導入を推進すること。 

以上、地方自治法９９条の規定により、意見書を提出します。塩尻市議会。以上であります。 

○委員長 提案説明、以上でよろしいですか。 

それでは、委員から御質問、御意見等あればお願いをいたします。 

○柴田博委員 私は、今の段階で全国的なそういう税金を導入するということについては、今の長野県の状況を

見ても、まだそぐわないというふうに思いますので、今の時期に委員会としてこういう意見書を出すことには反

対です。 

○委員長 そういった御意見です。ほかに。 

○永井泰仁委員 私は、はっきり言って賛成の立場で申し上げたいと思うわけでございますが。今、森林整備が

ですね、進まないのは、いわゆる地主がはっきりしないとか、あるいは山の境界をやってもですね、なかなかは

っきりしないということで、この全国森林税は国税として一旦徴収をして、そして森林面積によってまたそれぞ

れのところへ交付されるということで、水源涵養林の意味もございますし、それから市町村がですね、備えた森

林税によって自治体が間伐を実施する場合にはですね、地主とか、あるいは境界にかかわりなく、法的な権限を

バックとして手入れができるようになるということで、どうしてもやっぱり国がですね、こういった形の中で法

的にできる権限を有する形にしないと、現実的には山の手入れができないということであります。 

それから県のほうはですね、今１人５００円で徴収をしてきたところでありますけれども、全額使い切れなか

ったりですね、それから使い方の使途がなかなか厳しいということで、現実的に森林税を徴収したけれども使い

切れなくて残っているという形でありますので、これはこれでまた今後ですね、使い勝手のいいようなことも審

議会等々でいい方向にするようなことも検討されていますが、やはり公的なものをバックにして抜本的にですね、

森林の整備ができるようにするには、やはり国の法律なりですね、あるいは政令等をバックにして、合法的にで
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きる形にしないと、なかなかこの部分が進まないということで、私はこの導入については大賛成であります。 

○委員長 一応質疑ですので、提案者に聞いていただければと思うんですが、意見も含めて結構です。 

○篠原敏宏委員 提案者の中野委員に１点ちょっとお伺いをいたします。今の永井委員のお話にも出てきました

県の森林税との調整っていうか、そういうものは内容的に必要はないでしょうか。 

○副委員長 先ほども説明をいたしましたけれども、森林づくり県民税、県の森林税でありますが、今どういう

方向にするか、いろんな場面で検討されておりまして、知事は９月議会で一定の方向を出したいと、こういうふ

うに発言をしておりまして、議会でどういう結論が出るかもまだ不明であります。しかし、先ほど永井委員がお

っしゃったように、やはり県民税で森林を整備していくにも、やはり境界とか地主とかっていう問題で限界がご

ざいますので、ぜひもっと国税という国のほうの権限で、みなし的な方法で少しでも森林環境がよくなればとい

う意味でのこの全国森林環境税の創設でありますので、ちょっとその辺の県の森林税が見えてこない中での話で

はございますが、一応もっと強い権限を持った森林税を創設をして森林の環境を整備していくと、こんな意味合

いでございます。 

○篠原敏宏委員 そういうことの中で、方向としては私も賛成であります。でも県の森林税の場合は、聞くとこ

ろによると里山整備っていうかですね、観点が、使途も含めてそういう方向にあるというふうにも聞いていまし

て、森林の大きな面的な整備だとか、大きな面で対応していくには県の森林税では無理があると。そこを国のほ

うが行うということになれば相互に補完をする機能、これを持てる税体制になると、そういう理解をできる。そ

ういうこれが制度であるならば、私はそれこそ大賛成であります。ですから、国が動いて日本の国土保全、その

観点でね、大きな面的な対策になっていく、そういういうふうに目指すこれは税制であるというふうに理解をさ

せていただいて、私は賛成したいと思います。 

○委員長 よろしいですか。 

○丸山寿子委員 日本は本当に森林がたくさんあって、森林大国であるにもかかわらず今まで本当に目が向かな

いでというか、取り組めないで来て、ヨーロッパ等に比べたらずいぶん遅れているということを思っています。 

そういう中で、やはり国としてこういった環境税というようなことで国全体がそちらに目を向けて、本当に森

林・林業・山村対策ということの抜本的強化というふうに書いてありますけれども、そんな方向に本当に進んで

いってほしいというふうに思います。先行してやっているということは、どんなことでもあるわけですけれども、

やはり国全体が動くことで全体が変わってくるというふうに思いますので、私は賛成の立場として意見を述べた

いと思います。 

○委員長 ほかにございますかね。いいですかね。 

一応自由討議の時間もありますが、皆さんもう意見をいただいたので、割愛をしてよろしいですか。 

では、討論を行います。いいですかね。 

じゃあ、それにかえてということで、そうしましたら討論はこれにて終結をしまして、反対の意見があります

ので、挙手にて採決を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○柴田博委員 賛成多数で決まったら委員会の名前で出せるの。 

○委員長 委員会の名前、一般的な請願に委員長としては従って、賛成で決まっても、賛成多数、要は賛同有志

で出すような形にするのが例かなと思いますが。よろしいですかね。その辺の確認もさせていただいたというこ
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とで。わかりました。 

それでは、採決に移りたいと思います。 

それでは、ただいま提出されております全国森林環境税の創設に関する意見書について、賛成の方の挙手を求

めます。 

挙手多数ということで、本意見書については本会議へ提出することといたします。 

なお、提出については、賛成者のみで提出をしたいと思いますが、それについて御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認めます。 

それでは、本議題については以上です。 

それでは、行政側から何かございますか。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会中の継続審査の申し出 

○産業振興事業部長（産業政策・地域ブランド担当） 閉会中の継続審査についてお願いをいたします。本委員

会所管いたします各事業部、大変重要な案件がたくさんございます。閉会中におきましても協議会等の審査をお

願いすることがございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。以上でございます。 

○委員長 ただいま継続の審査につきまして申し出がありましたが、これについて御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのように議長に申し出をいたします。 

以上で、当委員会に付託された案件の審査を終了いたします。なお、当委員会の審査結果報告及び委員長報告

の案文につきましては委員長に御一任願いたいが、御異議ありませんか。 

○柴田博委員 ちょっと要望があります。今までの金子委員長の報告なんですけど、あまりはしょりすぎていて、

いろいろ意見が出ているのにあまり取り上げていない場合がありそうな私は印象を受けていました。なるべく、

時間のこともありますけれども、多くの意見、賛成派も含め反対も含めて出していただく、報告していただくよ

うにお願いしておきます。 

○委員長 じゃあ、具体的に言うと議案の審査全般に関してということでよろしいですか。 

わかりました。今そういう申し出がありましたが、私としてはできるだけ柴田委員のことを聞きながら、一方

で全部書くわけにもいきませんので、そのメンテについては、委員長に再び一任を願いたいと思いますが、ほか

の委員の皆様、よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長 ありがとうございます。 

それでは、理事者から挨拶があれば。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者挨拶 

○副市長 ２日間にわたりまして大変慎重に御審査をいただきまして、提案を申し上げました全ての議案に対し

てお認めをいただきましてありがとうございます。御審査の中でいただいた御意見、御要望に対しましては、今
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後行政の運営の中で十分に生かしてまいりたいというふうに思っております。大変ありがとうございました。 

○委員長 それでは、以上で当産業建設委員会を閉じたいと思います。お疲れさまでした。 

午後 ３時１１分 閉会 

 

 

 

 

 

平成２９年９月１５日（金） 

 委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 

 

 

産業建設委員会委員長  金子  勝寿  印 

 

 


